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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○伊藤委員長 皆さんおはようございます。 

６月の定例会の常任委員会にご出席をいただき

まして、ありがとうございます。 

着座のまま進行させていただきます。よろしい

ですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 さて、４月の定期異動によりまし

てたくさんの職員が異動されました。職員の皆

様にはご足労をおかけしますが、部課長から職

員の紹介、あるいは自己紹介をお願いいたしま

して、今後の常任委員会の円滑な進行のために

ご協力をお願いいたします。 

（出席説明員紹介。） 

○伊藤委員長 それでは、今定例会における委員

会の審査方法について申し上げます。 

審査は各担当課ごとに行い、それぞれ常任委員

会、予算審査特別委員会第２分科会の順に審査を

いたします。審査の日程はお手元に配付の次第の

とおりといたします。 

本日は教育部から審査とし、教育部が終わり次

第、保健福祉部に入ります。 

今定例会で当常任委員会に付託された案件は、

条例案２件、その他の案件３件、陳情１件、当予

算審査等特別委員会第２分科会に付託された案件

は、一般会計補正予算案１件でございます。 

各委員には慎重な上にも自由闊達な審査をお願

いしますとともに、円滑な進行にご協力ください

ますよう重ねてお願いいたします。 

ただいまから福祉教育常任委員会を開会いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育部の審査 午前１０時０３分 

○伊藤委員長 それでは、これより教育部の審査を

始めます。 

  審査に先立ちまして、山﨑教育部長からごあい

さつをいただきます。 

  部長。 

○山﨑教育部長 （挨拶。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６６号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 それでは、審査に入ります。 

  議案第66号 契約の締結についてを議題といた

します。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○菊地教育総務課長 （議案第56号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりました。 

  質疑を許します。 

  質疑ございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 では、ちょっとお聞きしますが、今、

菊地課長の説明で大方わかったんですけれども、

体育館の新基準ということで、今回は今までの体

育館から見ると倍以上の面積になるわけですよ。

その基準をちょっと明確にお聞きしたいんですが、

今、学校開放ということでは各体育館相当開放し

ていますから、地域に使われていると思うんです

ね。そういった部分での基準的なものというのは

ないんでしょうか。 

  例えば、小学生のミニバスであったり、それか
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らバレーボールであったりのコートの広さと、当

然一般のコートの広さは違いますので、一般開放

した場合にはなかなか大人の規格に合ってない体

育館、合ってないコートになってしまうというこ

ともあると思うんですね。その辺はどうなのか、

ちょっとお聞かせください。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 それでは、ちょっと技術的な

部分でありますので、推進室長のほうから説明を

させたいんですが、よろしいでしょうか。 

○伊藤委員長 はい。 

○釣巻学校整備推進室長 今の基準ということです

けれども、体育館の整備できる基準面積について

は学級数から算定されるということで、今回、高

林小学校の体育館については、その基準面積につ

いては今の保有面積の約倍近い938㎡になったと。 

  先ほどの中で、やはり整備は小学校の体育館と

いうことで整備しておりますので、例えば、バス

ケットボール、バレーボールなんかについては小

学校の基準でアリーナにラインを引いております。

ただ、その中で一般コート用ということで、バレ

ーボール、バスケットボールそれぞれ社会人も使

えるような形で、別なラインで色を変えて、体育

館の中にやはりラインを引いております。 

  ですから、今お話ありましたように一般開放、

夜間開放とか地域開放とかいう形にも、ある程度

対応できるような形でラインを整備しております。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 特にバスケットなんですけれども、バ

スケットの場合にはどうしても小学校と全く一般

と違ってしまうんですね。その辺の対応は今回は

可能だということですか。この後の南小も同じこ

とですけれども。 

○菊地教育総務課長 通常は使用しませんので天井

に上げておいて、使用するときにおろして使うと

いうふうな形ですね、バスケットボールの   。 

○吉成委員 すると、対応可能ということですね。 

○菊地教育総務課長 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 建てかえの優先順位的なものは、先ほ

ど年数とか面積みたいなものがあったんですけれ

ども、順番で決まった理由と、あと、もしよけれ

ばこういう計画、となりますよというあたりはお

示しいただけるでしょうか。 

○伊藤委員長 部長。 

○山﨑教育部長 かつて耐震改修の計画書は全協の

ほうにもお示ししていますので、基本的には、そ

れぞれの学校の活動状況もあるんですけれども、

第一義的にはＩＳ値の低い順から進めましょうと。 

  ですから、0.3が稲村小学校で終わりましたも

のですから、次が0.3から0.7の間の校舎について

行っていくと。その中でも、やはり限りなく0.3、

0.4、そういう低いところからまずは手がけてい

きましょうというのが基本です。 

  そのほかに、学校の都合とか幾つか加味しなけ

ればならない理由はありますが、基本的には低い

順から進めると、こういうことです。 

○伊藤委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、採決いたし

ます。 

  議案第66号 契約の締結についてを原案のとお

り可決すべきものとすることにご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第66号は全員異議なく可決すべ
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きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６７号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 次に、議案第67号 契約の締結につ

いてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○菊地教育総務課長 （議案第67号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 先ほどの高林の体育館と南小学校の

体育館のところで、面積とかそういうようなもの

以外で仕様書に差があるということというのは、

何かあるんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 まず仕様書の前に、高林の場

合には空きスペースに建てるということですので、

子どもたちに、新しい体育館ができるまで旧体育

館が利用できるという利便性はあります。ただ、

南小学校の場合には現在のところに、これは学校

とも協議したんですけれども、同じところに建て

るということで、工事中に若干その制約が加わる

ということはございます。 

  あと、中身の設計、内部につきましては室長の

ほうから説明をさせます。 

○伊藤委員長 室長。 

○釣巻学校整備推進室長 今申したように、南小学

校については現在の体育館を取り壊して、その跡

地につくるということですので、工事の設計内容

については解体工事が別に出ております。ただ、

高林小学校については今の建物を利用しながら別

の敷地ということですので、そういうふうな解体

等はないんですけれども、若干空き地の部分にあ

るものの舗装を解体したり、既設の樹木を移動し

たりというふうなものが工事の中に含まれており

ます。 

  ただ、両方の体育館とも構造的なもの、意匠的

なもの、これらについてはほぼ同じような規格で

設計をしております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 ということは、この落札額と落札額

を比較したときに、面積の違いとかはあるけれど

も工事の内容的な部分は同じで、だから、この予

定価格の出し方、両方その辺のところでの違いは

ないというふうに理解していいんですかね。 

  こちらで予定価格をはじいたときに、体育館と

体育館ですので規模の違いはあるので、そこは違

うけれども、規模が違うので大きいほうは少し安

くなるとか、逆に材料がかかる分は高くなるとか、

そういう部分のところで、基本的に予定価格の立

て方というのはそんなに違いはない、積算をして

いくのにないというふうな理解でよろしいですか。 

○伊藤委員長 室長。 

○釣巻学校整備推進室長 今お話がありましたよう

に、解体が片方は入っていまして、その中である

程度解体を含む部分は済んでいるとかいうことで、

工事の内容に若干の差があります。 

  それと、体育館の位置についても、片方の体育

館は若干渡り廊下等で長く結ぶ─高林小学校の

ほうになりますけれどもちょっと若干長く、50ｍ

ぐらいの渡り廊下で結ばなくちゃならない。南小

学校については既存のところにつくりますので、

５ｍ、10ｍぐらいの短い渡り廊下でつなぐという
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ことで、設計内容について若干の差はございます

が、予定価格等の算定に当たっては─失礼しま

した。例えば、工事の平米当たりの単価とかとい

うのであれば、先ほどお話ありましたように、小

さいものは若干割高になります。それと、高林小

学校なんかについては、今言ったように渡り廊下

がちょっと長く結ばないとつながらないというこ

とで、平米当たりの単価については若干違いが出

てきております。 

  ただ、仕様についてはほぼ同じような仕様でや

っているということです。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 何でそんなことを聞くかというと、

万が一、入札時間が１分違いで３本入ってくるわ

けですよね、電子入札ですので。それで、入札に

参加している業者というのは自分の意思で積算し

て、それでこの金額といって札を入れるわけです

よね、入札でね。そうしたときに、石川建設なん

かは３本入れているわけですよね。 

  それで、気合が入ってとっているんだろうなと

か思った部分のところで、３本とっちゃったらど

うするのかなと、やり切れるのかなとか思いなが

ら。もしかしたら、これはとるぞといって積算す

るものと、これはまざっておかないといけないか

らまざっておく程度で金額をはじき出していると

かいうのは、そういうような感覚というのは─

そうじゃなければ、同じものと同じものですので

割と順位が一緒になりかねないのかなという、こ

ういうのが一遍に出ると一緒にとってしまったと

いうことというのは起きないのかな。 

  そういうふうに起きたときというのは、辞退す

るとかいうことも可能だから辞退するのかなとか、

そういう予想はしたことないですよね、そんなこ

と。そんな心配はしませんよね、私みたいな。そ

んな心配は予想として…… 

  それでなければ、石川建設が南小学校の体育館、

安い金額を入れたんじゃないかなと、積算を同じ

ようにやっていたならとちょっと思ったものです

から、この順番が変わったのでちょっと疑問に思

ったので聞いたんですけれども。そんな疑問は思

いませんでしたね。思わないというなら思わなく

ていいです。 

○伊藤委員長 部長。 

○山﨑教育部長 お尋ねがありました内容について

は、設計は教育部のほうで取り仕切りますけれど

も、それからは少し別の部署に離れるものですか

ら、そちらのコメントはちょっと控えたいと思い

ます。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 ２つぐらいなんですけれども。 

  一般質問のほうで出ていたんですけれども、天

井の仕様が、震災のときに落ちてくるのに対して   

みたいなのでやるという設計が最近出てきたよう

ですけれども、その辺のつくり、仕様と、それか

らあと、上から照明がよく切れるんですよね。そ

のメンテナンスを考えると、ＬＥＤとかそういっ

た対応もあるんじゃないか。それがどういう仕様

なのかということ。まず仕様の話ですね。 

  それと、南小学校の今後の生徒数の推移を見て、

これでいいのかどうかという、決めたあたりのご

説明だけお願いします。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 鈴木議員からの天井の仕様と

照明ＬＥＤの仕様ですか、それについては室長の

ほうから説明させます。 

○伊藤委員長 室長。 

○釣巻学校整備推進室長 アリーナの天井について

は目合板あらわしということで、天井は設けてお

りません、特にですね。 
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  それと、玄関ホール、更衣室、こういうものに

ついては、低い部屋になりますけれども天井を石

膏ボードで仕上げておりますけれども、アリーナ

については目合板を張ってそのままあらわしとい

うことで、天井については特にやっておりません。 

○鈴木委員 落下物の対策なんですね。鉄骨を組ん

である上に、屋根の裏に下地があるということで

すね。 

○釣巻学校整備推進室長 はい、屋根の下地があら

われるということです。 

○鈴木委員 わかりました。 

○釣巻学校整備推進室長 それと、照明器具なんで

すけれども…… 

○伊藤委員長 室長。 

○釣巻学校整備推進室長 大変失礼しました。 

  アリーナ部分の天井用の照明については、鉄骨

の下地に直接取りつけるような照明器具としてお

ります。ワイヤーでつり下げるとかつりおろしが

できるような、昇降装置のついているような照明

器具もあるんですけれども、今回のものについて

はつり下げ式とかいうふうなものでなく、昇降も

できない固定式の、そういうふうな器具を鉄骨の

下に取りつけるというふうな照明器具になってお

ります。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 照明、今ＬＥＤ化しているかというこ

とだったんですけれども、していないと思うんで

すけれどもね。照明は結構早く切れるんですよね。

あれ１個取りかえるのに非常に高いので、幾つか

まとまらないと取りかえてないというのが多分現

状だと思うんですよ、それの費用が高くて。 

  そうすると、まさに今ＬＥＤ化の時代で、あれ

だと10年以上もつということなので、そういうふ

うにするか、またはメンテナンス費用がかかるの

で、メンテナンス料を安くするために上からおり

てくるような形にしているので、今みたいな従来

のやり方だというと維持管理費がすごくかかる設

計になっているのではないかと思うんですけれど

も、そういうことをちゃんと考慮した設計になっ

ているのかどうかというあたりは─今から設計

を変更しなさいとか、そういうことではないです

けれども、三中の体育館もそうだったですけれど

も、三中はおりてくるんですけどね。 

  でも、コスト計算したらＬＥＤ化をこれからの

設計には取り入れていくべきだと。そうでなくて

も、役所庁舎の中はＬＥＤ化といっているわけだ

から、新設の段階でちゃんとそういうのを検討し

ていくべきじゃないかなと思うんですけれども、

全然そういう検討はされてない。しかも、メンテ

ナンスのことを対応してないと、取りつけたまま

だということだと、その辺の経済的な比較をされ

た上で、これでいいんだということなんでしょう

かね。 

○伊藤委員長 室長。 

○釣巻学校整備推進室長 昇降装置については検討

をしております。やはり、昇降装置をつけたもの

を従来のものを何点か、その後観察等してきた中、

やはりなかなか昇降にふぐあいが生じるケースが

多いということで、実際昇降装置をつけていても

なかなかおりなくなってしまったり、逆に昇降の

ためのメンテがかかってしまったりということで、

昇降できる形にはしなかったと。当然、初期コス

トも高いというのもありますし、しなかったとい

うふうには聞いておるんですけれども。 

  ＬＥＤについてはちょっと…… 

○鈴木委員 そういう仕様だということで、了解は

しました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  失礼しました、課長。 

○菊地教育総務課長 それでは、３番目の、南小学
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校が現在の規模でも体育館が大丈夫かというよう

な…… 

○鈴木委員 あと、将来の推移にあわせて、この大

きさでいいのかという、研究した内容をお聞かせ

ください。 

○菊地教育総務課長 それにつきましては、校舎の

適正計画などでも、将来にわたっての各学校の児

童生徒数の推移というのはこちらで予想しており

まして、その中で、現在399人が南小学校なんで

すね。その人数を勘案しまして、将来この規模で

も十分に対応ができるというような判断のもとに

体育館の面積を決定いたしたところです。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 その計算式はちょっとわからないんで

すけれども、この面積だと何人ぐらいまでの児童

生徒数に合っている大きさだと、基準的にはなっ

ているんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 何人の生徒にこの1,250㎡が

対応できるかというところまで、ちょっとはじい

ていませんので、調べて後でお答えしたいと思い

ます。よろしいですか。 

○鈴木委員 私は、そういうことをちゃんと検討し

た上でこの設計になっているかということを聞き

たかったんですけれども、それはそれで、後で教

えてもらえば大丈夫です。ありがとうございまし

た。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、採決いたし

ます。 

  議案第67号 契約の締結についてを原案のとお

り可決すべきものとすることにご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第67号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

  それでは、ここで教育総務課所管の常任委員会

を閉じます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５９号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 続きまして、教育総務課所管の予算

等審査特別委員会第２分科会の審査を行います。 

  議案第59号 平成24年度那須塩原市一般会計補

正予算（第１号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○菊地教育総務課長 （議案第59号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 20年度６月の執行計画書の15ページの

共英小学校給食調理場についてなんですが、こち

らをちょっと見せていただいて、かなり老朽化も

しているんではないかなと思ったんですけれども、

これはある程度古い状況の中で今後建てかえの予

定とかを考えたときに、大分次の場所なんか古く

なってくるとどんどん修繕がかかると思うんです

けれども、今までのそういう状況はどうなんでし

ょうか。直し直しでいくような状況なのか、思い

切って新たに調理場を建てかえることを検討して

いるのかあたりをちょっと    。 

○伊藤委員長 課長。 
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○菊地教育総務課長 確かに、昭和55年建築という

ことで、築32年を経過しているというのでかなり

老朽化が進んでおります。これまでは修繕修繕と

いうことで対応してまいりましたけれども、市の

行財政推進計画の中では、後期計画の中でこの建

てかえも含めて─建てかえではありません、申

しわけありません。民間委託というか、それを含

めて検討していくというようなことになっており

ます。 

  ですから、その中で当然今後修繕、古い建物と

いうこともありますので、大規模修繕なり建てか

えを含めての、あり方自体について検討していく

べき内容というふうに理解しております。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 了解しました。 

  500万というのは今回ですけれども、また来年

も500万とかいう形で出てくると、毎回場当たり

的というか、ちょっと気になるなと思ったところ

の質問でした。 

  それと、あと２つぐらいですかね。 

  西那須野調理場についてなんですが、あそこは

福祉大のほうの舗装がちょっと、打ちかえしてい

たと思うんですけれども、つまらない話かもしれ

ませんけれども小さい話というんですか、打ちか

えが終わる前、この工事をすることによって打ち

かえが終わっていれば、また舗装をカットしなき

ゃいけないと思うんですけれども、打ちかえはま

だ終わってない状況で夏休み接続工事を終わって、

最終的に仕上げの舗装というあたりはどういう状

況になっていますか。 

○伊藤委員長 場長。 

○川中子西那須野給食共同調理場長 既に平成23年

１月から供用開始になっていまして、仮舗装を行

っていたと。今回、それを本舗装という形で整備

していました。そんな状況です。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 本舗装が終わった後にこれから、そち

ら側が本管入ったので接続になると、またせっか

く本舗装した後にカットして工事をするというふ

うになると、肉づけとか骨格とかあるにしても、

対応がちょっとよくないんじゃないのかなと。 

  金額は当然、その流域があるわけですから、正

しい流域に入れましょうというのが、それはその

とおりでいいんですけれども、その辺の対応。 

  要するに、これから接続するというので、せっ

かく舗装し直したところをまたカットをして下水

をつなげるのかどうかだけ、ちょっと。 

○伊藤委員長 部長。 

○山﨑教育部長 道路のほうは影響ないんですよ。

つまり場内の、要するに接続する部分について敷

地内を手当てしていくと。ですから、本管までは

来ているわけです。 

○鈴木委員 敷地内、宅地内ますまでは今回つくっ

てあると。 

○山﨑教育部長 あるんです。本管が来たときにも

う設置してあるんで、場内を接続すると。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 了解しました。それが一番明快です。

ありがとうございます。 

  最後にもう一つ、16ページのスクールバスの運

行、ちょっと私も認識不足で、４台スクールバス

があると。これは年式何年車かだけちょっと教え

てください。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 まず、東原小学校につきまし

ては、平成10年７月30日で13年８カ月経過。これ

は24年３月31日現在です。大原間小につきまして

は平成４年３月26日で20年経過です。高林小につ

きましては平成17年２月21日取得で７年１カ月、

高林中につきましては平成14年３月25日取得です
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のですので、ちょうど10年です。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 はい、ありがとうございました。 

  そうしますと、これは毎年10万ぐらいは、ちょ

っと経年的なものがわからないんですけれども、

推移としてはこれくらいかちょっと。特別古いか

らかかっているとかではなくて、毎年計上してい

る金額なんですか、この30万というぐらいのオー

ダーと言うんですかね、額的には。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 現実的には、30万というのは

当面最低限度のもので、昨年度の実績から見ます

と、昨年度は180万ぐらいは修繕がかかるという

ような状況でございます。 

  内容につきましては、通常の修繕と、あと融雪

剤とかそういう、それに伴う腐食がやはり、どう

しても寒冷地が多いということでそういう修繕が

ございます。それとプラス、車検とか点検時の修

繕というのが発生しまして、そのあたりを考慮し

ますと大体４台で180万程度かかってしまうとい

うような状況でございます。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ことしはとりあえず30万という予算を

取ったと、場合によっては、こういうものですか

らかかるときにはかかるでしょうから、そういう

意味合いの額だということですね。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 基本的にはそうです。どうし

ても若干とっておりまして、そこに上乗せで繰り

越したわけなんですが、その後緊急に対応する場

合には予備費で対応というようなことで、基本的

にはそういう内容であります。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 15ページの、金額的に聞きたいんです

が、先ほど説明いただいた単独校のガスフライヤ

ーの35万9,000円、肉づけ予算というような話で

したけれども、ボッと音がしたりということで、

これは別に最近そうなったという感じは受けなか

ったんですけれども、使用年数20年ということで

すから、間違いなく当初予算で入れるべき予算で

はなかったかと思うんですが、その見解を聞かせ

ていただければと思います。 

  それと、同様に、今鈴木委員のほうから質問あ

りましたけれども、スクールバスの運行というこ

とですけれども、当初で18万円、今回で30万円。

説明にあったように、従来であれば100万を超え

る修繕は必要だったというわけですね。それにつ

いても、当初から予算要求はしていたけれども、

今回の骨格的予算、そのものについて予算という

ことで、こういった予算編成になったということ

でよろしいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 はい、ご指摘のとおりです。

当初予算要求しましたけれども、追加はなかった

といいますか、計上しなかったということです。 

○吉成委員 両方ともですか。 

○菊地教育総務課長 はい。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 命にかかわるような事故が起こらなく

てよかったなというとらえ方ですよね、この単独

校のガスフライヤーに関して言えば。 

  ですから、人的ミスとよく言いますけれども、

人的ミスが防げるわけですよね、自然災害であれ

ばなかなか難しいでしょうけれども。こういうも

のは、もし事故が起こった場合には人的ミスだと

思うんですね。当初からもう危ないとわかってい

れば、早いところそういったものを対処していけ

ばいいわけですから、その辺がどうも３月のとき

もそうだったですけれども理解が苦しい、難しい

なと思っています。 
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  もう一回お聞きしますが、スクールバス運行の

修繕費は、そうすると今後９月補正、12月補正で

も考えられるということでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 昨年までの実績を勘案します

と考えられると思います。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 では、今のに続けて私もスクールバ

スの車両代、運行費が一昨年予算で1,571万5,000

円で、３月予算で1,429万3,000円だということな

ので、その分一律に減らされたんだというふうに

思いますけれども、今回も理由があるものは肉づ

けしたということなんですけれども、具体的に何

にどれだけかかるという─これだったら30万じ

ゃなくて、せめて昨年並みの180万を再要求はし

なかったんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 スクールバスの要求ですけれ

ども、当初では120万ほどは要求を出しておりま

した。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 例年だったら180万程度かかるんだ

けれども、当初で一応120万要求をして、それが

ゼロになって今回30ついたという、そういう流れ

でいいんですか。 

○伊藤委員長 部長。 

○山﨑教育部長 基本的には、骨格的予算のほうに

は車を維持するに必要な、いわゆる車検料とか定

期点検料とか、それは計上させてもらっています。

いわゆる年間通じて、ここが悪いとか急遽出てく

る修繕ですね。これは手持ちがないとちょっと動

かせないということで今回計上させてもらったん

ですが、当然この後はどうするかというと、人命

にかかわる運行でもありますから当然９月には再

度要求をしていきたい。査定の結果は、いずれに

しましても教育部としてはそのベースは確保した

いと、このように考えています。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 整備をするのに、例年でしたら20年、

17年、10年とかたっている車なんで、例年だった

ら、昨年だったら修繕費は180万程度かかった。

とりあえず当初予算で120万要求した。でも、ゼ

ロになって今回30万になったという、そういう流

れでいいんですか。それを…… 

〔「当初18万」と言う人あり〕 

○早乙女委員 18万。じゃ、もう一回言い直します。

例年だったら180万程度かかるけれども、当初予

算で120万考えていたけれども、骨格的予算では

18万。18万に今回30万をプラスした。その差額は

予備費で再度要求したいという、そういうことで

いいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 基本的にはそのような内容で

すけれども、ちょっと最初の私の数字が120万と

言いましたけれども、110万です。 

○早乙女委員 そこら辺はまあ…… 

○菊地教育総務課長 流れとしては、最初骨格的予

算では18万しかつかなかったということで、その

後、今回は…… 

○早乙女委員 再要求したのは、今回幾ら要求した

んですか。 

○菊地教育総務課長 今回は130万ほどですね。 

○早乙女委員 130万。骨格18万で130万要求して、

30万だったということ、そういう流れですね。わ

かりました。 

○菊地教育総務課長 今後につきましては、９月の

補正で。緊急的なものは予備費ですけれども、基

本的には９月の補正で、足りない分については要

求していくというふうなことにしたいと思ってい
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ます。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 こうなると、予算を立てるという意

味が要らないというか、何でも予備費でやればい

いという、すべてがこれになっているんですね。 

  もう一つ、15ページのところで、共同学校給食

調理場の管理運営費についてもやっぱり同じよう

なので、この床下ピット配管修繕とか、この辺は

やはり見込めてなくて、急にではないですね。や

っぱり考え方としては、先ほど吉成議員が言って

いたガスフライヤーと同じように、もう直さなき

ゃならないというふうに思っていたけれども骨格

的予算で削られて、今回それを、具体的にこれを

やらなきゃならないからということで出してきた。 

 そのほかの共同調理場関係の、ここだけじゃな

くて細々とした修繕費というのは今までも同じよ

うにかかっていたと思うんですけれども、それは

当初予算では要求はしなかったんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 当初予算のあり方というか、

骨格的予算のあり方というか、そこで示された中

で、基本的には例年執行時期から判断して、６月

補正で対応可能なものは原則見送って６月という

ことで、そのほかの需用費とか維持修繕という経

常経費につきましては、見直しを徹底した上で、

必要最低限度の予算を当初は骨格的で要求すると

いうようなことでありまして、その結果、当面こ

の時期にきてどうにも補正で対応せざるを得ない

というものについて、今回は判断をして出したと

いうことでございます。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 ということは例年─そもそも６月

は、私も議員を長くやっていますけれども、１回

だけ６月に補正が出たときに、６月に補正をする

んじゃないですよ、それは当初予算で入れておき

べきでしょうと言って、１期目の最初の議会のと

きに言った覚えがあって、生意気に１年生議員で

と、言われた覚えがあるのでよく覚えているんで

すけれども、６月でやるというのは相当例外的例

外。６月に予算を組まなきゃならないものは、既

に当初予算で大体わかっているという、予算を組

んでいるんです予算主義なので、皆さん、予算が

なかったら動けないという、そういう人のお金、

税金を任されているのでそういうふうになってい

るんですね。我が家のお金ではないので、少し余

分に、貯金にあるから何々に使うという、そうい

う使い方はしていないので。 

  ですから、これもやっぱり本来でしたら当初予

算に入れておくべきだという判断はなさっていた

んですか、なさっていなかったんですか。この共

同調理場の床下ピット内の配管修繕。 

○伊藤委員長 部長。 

○山﨑教育部長 当然、こういった修繕は年間の管

理をする上で必要だという判断はあります。ただ

し、２月、３月のときに骨格的な予算をつくると

いうふうな指示が庁内に流れました。 

  要するに、この事業費についてはちょっと額的

に多いので、夏休みという一定の期間でやらざる

を得ない部分があるので、６月補正でも十分に対

応だろうということで、当初はそういうことで見

合わせていたということです。 

  ですから、各調理場の大きな修繕等は、今回は

６月でお願いできればそれでいいんじゃないかと

いうことで今回出てきたわけです。ですから、年

間の維持管理に要する上では、これは当然必要だ 

というふうな判断はございました。 

  しかしながら、そういった財政課からの指示も

ありましたから、当面骨格的でいくということに

なれば、６月でも私どもでは足りるという判断で

今回計上させてもらったと、そういうことです。 
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  以上です。 

○伊藤委員長 審査の途中でありますが、ここで10

分間の休憩をとりたいと思います。 

  再開は11時15分からにします。 

 

休憩 午前１１時０５分 

 

再開 午前１１時１４分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいま早乙女委員の質疑がありました。その

後、早乙女委員、そのほかございませんか。 

○早乙女委員 大体流れがわかりましたので、これ

でいいです。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 実際、今回の６月補正で異例な補正

で、本来なら当初予算に計上する部分を骨格的予

算ということで見送って、今回肉づけ予算として

上がってきたということですけれども、やっぱり

きちっと見ていくと、本来なら当初予算に入れな

きゃならないもの。予算主義で執行しているのが

私は行政だと思っていたんですけれども、どうも

今回の補正を過ぎても相変わらず骨格的予算の延

長線上にあって、正常な状態に戻ってない。 

  中には事故につながるようなことまでも、事故

を引き起こすようなものまでも今回やっと認めら

れて肉づけ、それ自体の予算に反対するつもりは

ございませんけれども、そのほか、まだスクール

バスの需用費なんかではとりあえずの予算しかつ

いていない。それもまた、何かあったときには予

備費で対応して、それで９月にもう一度という、

何遍も何遍も手間暇をかけてこの作業をして、何

の意味があるのかと。 

  本来予算主義で執行していかなきゃならないも

のが、どうも予備費で対応すればいいという考え

方に基づいている、それがまだ対応し切れない、

正常な状態に戻ってない今回の補正予算には賛成

できません。 

○伊藤委員長 ほかに討論はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 それでは、討論がないようなので先

に進めたいと思います。 

  ご異議がございますので、挙手により採決いた

します。 

  議案第59号 平成24年度那須塩原市一般会計補

正予算（第１号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 挙手少数を認めます。 

  よって、議案第59号 平成24年度那須塩原市一

般会計補正予算は否決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、教育総務課からその

他で何かございませんか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ここで、執行部入れかえのために暫

時休憩をいたします。 

 

休憩 午前１１時１８分 

 

再開 午前１１時２０分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５９号の上程、説明、質

疑、討論、採決 
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○伊藤委員長 それでは、学校教育課所管の予算審

査特別委員会第２分科会の審査を行います。 

  議案第59号 平成24年度那須塩原市一般会計補 

正予算（第１号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○菊池参事兼学校教育課長 （議案第59号について

説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  君島委員。 

○君島委員 すみません、今、学校教育課のほうで、

今回の補正はほとんどが肉づけによるものという

ことでご説明をいただいているんですが、当初予

算のときには、今回の肉づけの分は請求してなか

ったのかどうか、その辺だけちょっとお聞きしま

す。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池参事兼学校教育課長 すべて要求しておりま

した。 

○君島委員 はい、わかりました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 今の君島委員の質問に続きますが、当

初予算要求して６月に肉づけになったと。当初の

予算要求と今回の肉づけでは当初と全く同じなの

か、それともプラスマイナスでいけば、そこはど

うなんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池参事兼学校教育課長 ほとんど当初予算額に

なっております。ただ、補助金等につきましては

10％あるいは５％減という部分はあります。 

  以上です。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 補助金以外の部分ではほぼ当初額に戻

ったという理解でいいわけですね。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池参事兼学校教育課長 そうですね、ほとんど

マイナス1.8とかの程度ですので、ほとんど戻っ

たと考えております。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 今の続きですけれども、先ほど教育

総務課のところでは、需用費などが特にそうなん

ですけれども、当初予算で要求していたものが削

られて骨格的予算になった。今回再要求して肉づ

けなかったものがあるということで吉成議員は言

っていたんですけれども、ほとんどのものが戻っ

たという認識だということなんですけれども。 

  それはなぜほとんどのものが戻ったという─

教育総務課のほうでは戻らなかったものが結構あ

るんですけれども、学校教育課のほうではほとん

ど戻ったということは、どういう理由でほとんど

戻ったんでしょう。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池参事兼学校教育課長 まず、二面性があると

思うんですけれども、６月補正で要求したもの、

それから、この後９月補正で要求するものと分け

て一応考えていましたので、６月補正で要求する

ものにつきましては、これは１年度で考えまして、

まず絶対必要であるというものを要求しておりま

す。あと、年度途中でないと計画が進まないもの

も一部ありました。そういうことでよろしいでし

ょうか。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 ということは、やはりどちらにしろ

普通でしたら、こういう異常事態でなければ６月

に補正が出ないというのが当たり前なんですね。

それで予算主義で皆さん仕事をしているというこ

とは、３月のときにそれは予想して当初予算で組



－56－ 

んでいるから、そういう予算のつくり方をしてい

るんですけれども、今回そういうことでない異例

のことだから。 

  でも、６月でほとんど戻ったり新規のものもつ

いたということは、皆さんたちが当初組み立てて

いたものは、必要最低限のものは組み立てていた

ということでこちらは理解しているんですけれど

も、その中で特に扶助費のところで、申請数が骨

格的予算よりふえて、骨格的予算では足りないの

が当たり前ですよね。 

  大体要保護とかそういう部分でどのぐらいいる

かという人がわかれば、数値は大体予想を毎年し

ているんで、それが大幅に変わったということが

あれば、せっかく保護の扶助費がぐんぐん下がっ

てきて、そういう支援する人が下がってきている

時代になったというなら、そういうこともあるん

ですけれども。今そうじゃなくてふえているとい

う中では、減ってくるという予想は立てられない

と思うので、こんなに大きな金額が就学援助費、

扶助費で上がってくるというのは当たり前なんで

すけれども。 

  この辺はどういう理由で、骨格的予算のときに

削られて当たり前のことなのに削られて、今回ど

ういう理由で全部認められたのかという、実績が

こういうふうになりましたのでということで、そ

れじゃしようがないねといって認めたということ

なんでしょうかね。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池参事兼学校教育課長 実際のところ、小学校

のほうの扶助費が非常に予定よりもふえてきてし

まっているというのが現状です、超えています。

中学校のほうは、ある程度小学校の実績があるも

のですから、それは継続なので、中学校のほうは

まだ余裕があります。 

  小学校については、今議員がおっしゃったよう

に、この経済状況ですからふえていくのはやむを

得ないとは思っていたんですけれども、それ以上

にふえている現状があったので、年度当初にしっ

かりと予算をこちらでも立てればよかったんです

けれども、それに追いつかないほどの要求があっ

た、現状があったということがまずあります。 

  あと、年度当初に骨格的予算の中でこれがきち

んと予算化されてないというのは、私たちの説明

も不足したのかもしれませんけれども、私たちと

しては、１年間を通してこういう状況なので年度

当初にやってほしいということですけれども、そ

の後でも何とかなるんじゃないかという思いがあ

ったかもしれません。それはちょっと私どもでは

予想がつかないところですので、すみません。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  副委員長。 

○櫻田委員 すみません。例えば701事業で、本市

としても不登校の子どもの対策、当初予算のとき

には心の教室の相談員とかは増員したいという思

いで説明を受けましたが、現状、この肉づけ予算

になってそういった増員はできたのか、どうでし

ょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池参事兼学校教育課長 おかげさまで増員がで

きました。 

○櫻田委員 何人ぐらい。 

○菊池参事兼学校教育課長 心の教室相談員は２人

です。 

○伊藤委員長 副委員長。 

○櫻田委員 こういったのは前にも説明したと思う

んですが、メープルに行ける不登校の生徒という

のはまだ全然いいほうだと思うんですよね。親と

しては、なぜ子どもが不登校になったのかとか、

そういう原因もわからぬままに行ってない子ども

と、恐らく先生方もなかなかわかりづらいところ
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だと思うんです。 

  そういったところの予算を、やっぱり削るよう

な情けのない予算と、あともう一つ、例えば中学

生の海外研修もそうだと思うんですけれども、中

学校に甚大な迷惑をかけたと思うんですよね。当

初予算ですとあれだけ減額されていますから、し

かし、そういった中で６月の肉づけではつくとい

う説明がうまくできていたのか、その辺はどうで

しょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池参事兼学校教育課長 まず、当初予算のとこ

ろで一応説明をしまして、ここは骨格的予算なの

でとりあえず半分、中学生派遣費については半分

にしてくれと─半分でしたね。 

〔「半分です」と言う人あり〕 

○菊池参事兼学校教育課長 それで、事業推進にお

いては、どうしても６月までに募集をしなきゃな

らない。旅行関係ですので見積もりを出さなきゃ

ならないということで、強く要求しましたので、

一応６月の補正ではある程度考慮するということ

で言われておりました。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 １つ、先ほど聞き忘れたんですけれ

ども、補助金として学校教育課のところで幾つか

団体に補助を出していると思うんですけれども、

そういう団体、言葉の教室親の会とか手をつなぐ

親の会とかあると思うんですけれども、会として

じゃなくて補助金を出している、遠距離通学児の

補助金とかいう、団体じゃないけれども補助金を

出しているところとかあると思うんですけれども、

そういう団体じゃなくてもなんですけれども、直

接市長のところに要望書なり─市長のところと

いうより教育長あてにしろ、市長のところにしろ、

要望を出したところというのはこの中であります

か。要望が来たところ。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池参事兼学校教育課長 遠距離通学関係では要

望は来ておりません。 

○早乙女委員 来たところは。 

○菊池参事兼学校教育課長 ありません。 

  今委員が言われたのは、遠距離通学関係…… 

○早乙女委員 じゃなくて、全部そういう団体のと

ころで。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池参事兼学校教育課長 要望書というのはあり

ません。ただ、教育振興会のほうにつきましては、

市長のほうに直接行ってお話はしてあります。 

○早乙女委員 団体か何かやっている人が…… 

○菊池参事兼学校教育課長 団体ですね。会長が行

っております。 

○早乙女委員 会長が市長のところへ行っている。

それだけですか。 

○菊池参事兼学校教育課長 はい。あとは…… 

○早乙女委員 手をつなぐ親の会か何かも要望書か

何か市長に出していませんでしたか。 

○菊池参事兼学校教育課長 それは聞いてないです。 

○早乙女委員 聞いてない。そっちは把握してない

と。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 先ほどの話なんですけれども、本当

に異例のことを行った。今回の肉づけをしたとい

う部分のところで、実際にこういうものを肉づけ

してきたという部分の理由が、必要であったもの

をとりあえず切ってしまったためにこういうこと
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が起きたということの説明がなく、一律に骨格的

予算でということで、まるで必要ないものも含ま

れているようなので骨格的予算で行ったというふ

うに思わせるような提案の仕方であったけれども、

すべてが必要であるというものが明らかになりま

した。 

  今回、こういうことをするにおいてはきちっと

反省していただいて、切るべきでないというもの

を切ってしまったという、そういう上で予算を要

求してくるということがないまま、必要であった

から認めたという、これは市長のほうのご意向だ

ったと思うんですけれども、担当課は全部予算を

要求していた。 

  こういうことが今後もまかり通るのはいけない

し、きちんとした説明責任がなされてないままや

られたことで、今回もその延長線上にあるという

ことで、この予算には賛成できません。 

○伊藤委員長 ほかに討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ご異議がございますので、挙手によ

り採決いたします。 

  議案第59号 平成24年度那須塩原市一般会計補

正予算を原案のとおり可決すべきものとすること

に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 挙手少数を認めます。 

  よって、議案第59号 平成24年度那須塩原市一

般会計補正予算は否決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、学校教育課、その他

で何かございませんか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、学校教育課所管の予算審

査特別委員会第２分科会を終了いたします。 

  大変お疲れさまでした。 

  ここで、執行部入れかえのため、暫時休憩いた

します。 

 

休憩 午前１１時４１分 

 

再開 午前１１時４３分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６８号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 生涯学習課の皆さんがお見えですの

で、職員の紹介をお願いいたします。 

（出席説明員紹介。） 

○伊藤委員長 はい、ありがとうございました。 

  それでは、審査に入ります。 

  議案第68号 契約の締結についてを議題といた

します。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○阿美生涯学習課長 （議案第68号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 この稲村公民館の新築工事ですけれ

ども、条件つき一般競争入札で行っていますけれ

ども、このときに実際に電子入札でやるんだと思

うんですけれども。 

  ですから、条件を満たしているところでこうい

うものがあるということは、それぞれの該当する

企業はわかっているんだと思うんですけれども、

市側としては条件つき一般競争入札で落札業者が



－59－ 

決まるまでに、職員がかかわる─この条件をつ

けるという部分のところは市内業者とか、そうい

うたぐいの条件だと思うんですけれども、その中

で、この入札にかかわる人というのはどういう人

がかかわることになりますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 入札については、正直言って

うちの学習課というか、基本的には契約検査課が

担当になりますので、入札にかかわる人という形

になると生涯学習課はございません。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 それに、条件つき一般競争入札がこ

ういうシステムになってからは、指名ではないん

で業者指名選考委員会みたいなのはもう開かれな

いので、市の幹部職員とか担当部の方たちが入っ

て選考に何らかの形でかかわるということは、も

うこの入札になるとないということでよろしいで

すか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 おっしゃるとおり、特に私ど

もは。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、採決いたし

ます。 

  議案第68号 契約の締結についてを原案のとお

り可決すべきものとすることにご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第68号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎陳情第６号の上程、質疑、討論、

採決 

○伊藤委員長 次に、陳情第６号 学童指導員「有

資格者」基準緩和に関する陳情を議題といたしま

す。 

  本陳情審査の参考にするため執行部の意見等も

お聞きしたいと思います。 

  執行部から何かありますか。 

  課長。 

○阿美生涯学習課長 特にありません。 

○伊藤委員長 執行部の説明はなかったんですが、

委員から聞きたいことありますか。 

  発言を許します。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 ちょっと質問させていただきたいん

ですけれども、この市の那須塩原市放課後児童健

全育成事業実施要綱のところで、ここのところに

運営のところで、「実施施設ごとに１人以上の教

員・保育士の資格を有する者を配置するもの」と

いうふうにしてありますし、補助するのに、事業

者が申請をするに当たって２名以上の指導員を配

置して、その２名以上の指導員というのは国の基

準の法第38条の資格で認められている人を配置し

なきゃならないということで言っているんですけ

れども。 

  大体国が基準を決めるというときは、福祉の分

野も何でもそうですけれども、基準というのは最

低基準という認識があるんですけれども、今回の

基準はその最低基準を緩和してくださいという陳

情だというふうに私は思うんですけれども、国が

最低基準として、職員はこういう人を配置しなき

ゃならないよというふうに言っている38条を見ま

すと、もちろん教職にあった者とか保育士であっ
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た者とか社会福祉士であるとかということだけで

はなく、それだけを考えたとしても、相当有資格

者を最低でも配置しておきなさいという基準にな

っているのはなぜだというふうに理解しています

か。すごく概念的なことを聞いているみたいです

けれども。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 要するにそういう人たち、  

学校の先生とか子どもたちの扱いになれています

し、学童保育するにはそういう人たちのスキルと

かも利用した中での運営になりますので、最終的

にはそういう人たちの技術的なものも含めて、レ

ベルアップも含めて、そこに配置する必要がある

だろうということは認識しています。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 ここで、市の手引のところで児童福

祉施設の最低基準という表現を使っているんです

ね。要するに、国で決めているというのは最低基

準だよと。国で決めている指導員というのはどう

いう人なのということで法を読みますと、職員と

いうところでは本当に有資格者、今、介護施設で

も社会的養護の必要な養護施設とかもそうなんで

すけれども、とても子どもたちを見るという部分

のところ、質を求められている時代になってきて

いるんですね。 

  ですから、保育所にしろ児童養護施設にしろ介

護施設にしろ、みんな第三者評価を受けながら、

外部の目を入れながら、その中の評価項目で言う

と、きちんとした有資格者を配置しているかとい

うのが最低で求められているというのを、私なん

かもよくチェックしてくるんですけれども、そう

いうことで、今の職員の配置をしなさいというの

は最低基準であるという認識は、市のほうとして

はお持ちですよね。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 私どもはそう思っております。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 この陳情書を読みますと、中段を見ま

すとこういうところがあるんですよね。「有資格

者の人員確保が思うようにいかず、人探しで苦労

しているのが実情です」というところなんですけ

れども、資格者に関してはかなりの数いらっしゃ

ると思うんですよ。その中で思うようにいかない

というのは、この第２せいわクラブという、これ

は民設民営だと理解していますけれども、このと

ころの中での話と、それから、全体その他の施設

の中でもいかないのかというあたりのことをよく

煮詰めると、逆に言うとだれか紹介してあげれば、

それで済んでしまえばこういう陳情自体要らない

ということになりますし。 

  それから、この那須塩原市の中で学童保育に対

する需要と供給の中で、本当にどうしても施設を

どんどんふやしていかないといけない事情があっ

て、だけれども何かの理由で、どうしてもこうい

った人が─本当は資格者はいるはずだと思うん

ですよ、該当する人は幾らでも。だけれども見つ

からない状況の中で何に原因があるというあたり

と、それから、客観的にこのせいわクラブさんは

２つ経営していると、幾ら市から補助金をもらっ

ているのか。また、市から補助するに当たっての

基準というあたりをちょっとご説明いただけるで

しょうか、わかる範囲で。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 今議員さん言われたように、

資格を持っている方はたくさんいらっしゃるとい

うふうに思ってます、ただ、数は把握していませ

んけれども。 

  時間的なものも一つあるんですね。１日の勤務

というのは、例えば３時間ですとか、そういう勤

務時間がありますので、合うかどうかというのも
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一つあるのかなというところです。ほかの児童ク

ラブについては、確かにすぐには見つからないと

いうところを私も聞いています。ただ、最終的に

は見つけて、実際のところ運営しているという状

況にあります。 

  次に補助金ですけれども、補助金の額について

は第１せいわについてはおおむね400万、第２せ

いわについても、人数的なものもありますけれど

も450万ぐらいの補助の額になっております。 

  また、補助の根拠というのは、国のガイドライ

ンというのがありまして、まず何日ぐらいやれる

か、そういうようなことによって違いますし、あ

と延長加算ですとかそういうものによって違うと。

あと、障害者がいることによっても違うというこ

とで、基本があってそれに加算していくというや

り方で計算をしているところです。 

  以上です。 

○伊藤委員長 鈴木委員は。 

○鈴木委員 多分答えられないかなと思いながら質

問させてもらいますけれども。先ほど人が見つか

らない理由の中に３時間だけとかいう話も出てき

たと思うんですよね。それは、使われる立場から

すると、１日働くのであれば単価のいいところ、

単価が安くても１日長く安心していられるところ

という、経営者側の人の使い方に対する待遇、処

遇というか、それもあると思うんですよね。 

  多分、公設公営であればその辺はきちんと納得

した形でやられていると思うんですけれども、民

設民営だと、その辺は多分市は把握していないん

じゃないかと思うんですね。補助金は400万も出

していても、その人たちのところにそれなりのち

ゃんとした金額が行き渡らないということになる

と、やっぱり「私やらせていただきます」という

人も出てこないというあたりが、ちょっと不明瞭

なんですね、これだけだと。判断がちょっとしに

くいなということと、やはり、市としてはある程

度補助金を出す─国のガイドラインがあるよう

ですけれども、やっぱりレベルを確保するために、

子どもたちの安全とか、こちらにありましたけれ

ども、子どもの命と生活を預かるという、そうい

うことは全くそのとおりだと思うので、ある程度

のレベルが必要だと思うんですよ。 

  補助金を出さないところへ子どもたちを預ける

のであれば、それは親の判断にもなるでしょうけ

れども、税金を投入してやるというんですから、

そういう判断を、そういう施設であってほしいと

思うんですけれども。こちら側の─申しわけな

い、私は全然知らない、下調べとしてこちらの現

況を見てないですし、こちらの経営の仕方はわか

らないんですが、こちらの経営の仕方に公設公営

などに比べると何か違いがあれば、教えていただ

きたいと思います。苦情等も含めてという意味で。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 私のほうで詳しく把握してな

くて申しわけないんですが…… 

○鈴木委員 わかりました。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、私からは具体的にお聞きします

が、今回議会に対してこのような陳情が出て、執

行部側に対しても同等のものが出ていると伺って

いるわけですが、現在までに検討された経緯等は

あるんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 市長あてと教育長あてと同じ

ようなことでの市のほうは要望書という形で出て

きております。これについては、当然国のガイド

ラインとか県の手引等を見た中で、どうあるべき

かというような検討はさせていただいております。 

  先ほど早乙女議員が言った38条という資格も必

要だということもございますので、私どもとして
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は今までどおり有資格者が必要であるのではない

かと、そんなことで進めております。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 市のほうの考え方はわかったんですが、

今の市のほうの考え方は既に陳情者のほうにはお

伝えはしてあるんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 それについてはお伝えしてあ

ります。 

○吉成委員 もう伝えてあるんですか。 

○阿美生涯学習課長 はい。 

○吉成委員 はい、わかりました。 

○伊藤委員長 ほかに意見はございませんか。 

  君島委員。 

○君島委員 すみません、ちょっと教えてもらいた

いんですが、法の38条の２項のところなんですが、

まず最初に市のほうで定めているものについては、

「資格を有する者」というのは38条で定めている

資格をすべて認めているということでよろしいの

かどうかなんですね、まずは。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 38条というのは児童福祉施設

の基準の38条のことだと思うんですけれども、こ

ういう形で認めております。 

○伊藤委員長 君島委員。 

○君島委員 その中で、38条２項の４号と６号の部

分なんですが、この辺はどうなんですかね。 

  単純に考えると、４号は、読ませてもらうと高

校卒業同程度の人が福祉事業に２年以上従事すれ

ば有資格者ですよというようなうたい方にも見え

るんですね。あと、６号においては、中身はいろ

いろありますけれども、大学を出ていれば教員免

許がなくても有資格者ですよというふうにも読み

取れるんですが、そういうふうな形で市のほうも

判断をしているのかどうかという部分をちょっと

お聞きしたかったんですが。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 実は、この４条についてはど

ういうことかという、詳しく調べてなくて本当に

申しわけない話なんですけれども、時間をいただ

いて調べさせていただきたいと思います。 

○君島委員 わかりました。 

○伊藤委員長 ほかにご意見はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 それでは、本陳情を採択するか、不

採択にするかについて協議いたします。 

  委員のご意見をお願いいたします。 

  君島委員。 

○君島委員 私、今も課長のほうにも言ってきたん

ですが、児童福祉施設の基準にも法律38条の第２

項の４号、６号、この辺につきましてもうちょっ

と研究をさせていただきたいなというふうな、ベ

ースの部分が果たして市のほうの部分でどこまで

を入れているのかというのを、ちょっと調査をさ

せていただきたいので、できれば継続でお願いし

たいと思います。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 私としては、この学童保育士制度を

創設していただいて、そして有資格者に準ずる者

として認定していただきたいということで、今の

38条の４の部分のところを見たときに、２年以上

児童福祉事業にということだと、児童養護施設、

幾つかの種類があると思うんですけれども、乳児

院とか児童養護施設で働いたということで、この

辺のところは逆に、保育士とか社会福祉士とか教

員とかいうものと同等の表現だろうなと。 

  まるきり、何もここで言っている学童保育士制

度ということで、向こうが求められてきているほ

ど軽いものではないなというふうに思ったので、

今回、この陳情者が言ってきた学童保育士という、
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勝手に業界でという了解もなく、昔介護ヘルパー

１級とか２級とか、そういうようなものがつくら

れたというようなことともまた違うということで

いると、私は、こういうことでなし崩し的に質が

下がってきて、逆にヘルパー１級・２級ではもう

だめだよと。 

  介護福祉士の資格を取らないとこれからはだめ

だから、ヘルパー１級・２級の養成講座を受けて

卒業する人にいつも講義をしてくれと言われると

きがあるんですけれども、必ず実務経験をつけて

どこかに就職してください。その後には、必ず介

護福祉士を取ってくださいと。看護師なんかも准

看護ではなく看護師仕様ということで、医療も福

祉の現場もみんなそういう方向にいっている中、

いいよと。何で学童保育士と認定するかという条

件が３つのほうから示されているんですけれども、

今本当に学童保育でも障害児も預かっているとい

う。あと、虐待の可能性のある子どもも入ってき

てしまっているということを考えたとき、このぐ

らいではだめだというふうなものを要件として挙

げてきているんですね。 

  ですから、私は即、市のほうもある程度方針を

示して陳情者に言っているので、私は、これは否

決でいいのではないかなというふうに思います。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 先ほど阿美課長のほうから、有資格者

に関してはやはり苦慮しているところがあるとい

うお話がありました。そうであればこの陳情は、

私は思うんですけれども、１人の方の陳情という

のがなかなか理解しがたいんですね。 

  逆に、那須塩原市の現状の放課後児童クラブは

非常に有資格者に関して困っているというのであ

れば、全体の関係者に集まりをいただいて話し合

いをした上で、みんなでこの陳情が議会なり執行

部側に出されたのであれば、これは重く受けとめ

なくちゃならないと思うんですが、今回は本当に

１人の方の陳情ということで、今、早乙女さんの

ほうからも話がありましたけれども、児童保育士、

こういった条件でどうでしょうかと、ここまで踏

み込んだ提案までされているものを、なかなか議

会として、私として「じゃ、いいでしょう、認め

ましょう」というふうにはならないんですね。余

りにも個人的な意見過ぎると私は思います。 

  ですから、私も早乙女さんと同じで否決でいい

と思います。 

○伊藤委員長 ほかに意見はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 意見がないようなので、討論を許し

ます。 

〔「討論」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、一つは継続審査というこ

とで、もう少し慎重に考えて答えを出したほうが

いいのではないかという意見と、もう一つの意見

としては、吉成委員が言っていましたが、本来で

あれば那須塩原市のかかわる人たち全員の意見と

してこの陳情が出てくればよかったのではないか

というような、２つの意見に分かれております。 

  それでは、ご異議がございますので挙手により

採決いたします。 

〔「採択を問うの、これ。採択がいるかど

うか聞かないと」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 失礼しました。 

  採択する意見はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 今、採択の意見はないということで、

継続か不採択と、２つから１つの答えを出したい

と思います。 

  挙手により採決いたします。 

  陳情第６号 学童指導員「有資格者」基準緩和

に関する陳情を不採択にすべきという方の挙手を
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求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 挙手多数によりまして、陳情第６号 

学童指導員「有資格者」基準緩和に関する陳情は

不採択にするべきものと決しました。 

  それでは、ここで生涯学習課所管の常任委員会

を閉じます。 

  昼食の時間ですが、このまま審議を進めます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５９号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 続きまして、生涯学習課の予算審査

特別委員会第２分科会の審査を行います。 

  議案第59号 平成24年度那須塩原市一般会計補

正予算（第１号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○阿美生涯学習課長 （議案第59号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 市指定の無形民俗文化財補助金の要

求はどういうふうになさったのか。今回の査定で

実際に要求した金額の10％減で、骨格前の内示額

の10％減できているんですね。それで、市文化財

保存事業補助金というのは、骨格前予算からする

と今回は全額戻っているんですね。 

  同じように文化財を保護しようと、無形文化財

と有形文化財の違いはあるんですけれども、考え

方として、特に無形文化財を保護するというのは、

今回もどこでしたか─維持するのがとても大変

だという新聞記事があって、何とか年齢を広げて

維持したい。 

  私も、本当にいろんなお祭りがある中、とても

大切なことをやってくださっている方で、これあ

たりは逆に減らすんじゃなくて、もっと何らかの

形でてこ入れをしなきゃならないだろうというの

に、さらに減らしてきているということの、何で

こういうふうな査定になったのかの理由は聞いて

いますか。 

  それと、自治公民館の活動なんかは逆に戻って

いるんですね。１件だけ、豊浦の４万7,000円と

いうのは削り忘れたので入っていて、要するに、

これは全額戻っているということなんですけれど

も、こういうような部分のところで、理由として

10％から、ＰＴＡ連絡会の補助金は15％程度、あ

と10％、那須の大地なんかは５％。そういうとこ

ろの減額率の５％、10％、15％とあるものの差が

わからないんですよ、私。 

  大切なものは大切なんだろうというふうに思っ

ているので、そこら辺の削られた側として何か説

明は受けましたかというのを聞かせていただくの

と、あと、生涯学習課のところで直接団体なんか

が市長、教育長のところに、減らすのはおかしい

んじゃないかということで戻すようにというよう

な要望活動があった団体というのは把握していま

すか。把握してたら、どこだったのかちょっと聞

かせてもらえませんか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 減額云々については、明確な

理由を私も聞いてないところです。ただ、例えば

５％、那須の大地なんかも大分削った中でやって

いますので、これについては交渉させていただい

て５％減ということでの必要性を訴えて、このよ

うな形になっているところです。 

  それと、把握については…… 

  那須野とオペラのほうは要求というか、満額お
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願いしたいという話は聞いているということでご

ざいます。そのほかは特にないです。 

○早乙女委員 あと、これは補助金団体ですけれど

も、補助金じゃなくて扶助的交付とか、要するに

学童とかそういうようなものも含めて言ったら、

何らかの形でアクションを起こしたものというの

はありますか、先ほどの那須の大地のように。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 今おっしゃった学童について

は、当然減額もちょっと大きかったりしたもので

すから、それについては財政のほうともよく話を

させていただいております。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 学童の部分のところで、私も例題と

して学童の関連経費のところで聞いて、扶助費と

して出しているものと補助金で出しているものと、

あと臨時的な経費とか経常的な経費、扶助費的、

補助金的というふうに分けられて、それで幾らと

いうふうに出しているということなんですけれど

も、ここがそうなんだと思うんです。 

  要するに、国・県からお金が来るんだけれども、

それも含めて一律にカットしちゃったという、そ

ういうような事業はありますかと聞いたら、あり

ますというふうに本会議場で答弁しているんです

ね。要するに、国とか県とかから財源がある。だ

けれども一律に削っちゃったという事業はあるか

というふうに本会議場で聞いたら、あるというふ

うに答弁があるんですけれども、生涯学習課の中

ではそういう金額というのはありますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 学童だけだと思いますが。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今回の、５ページというとかなりまた

がって今説明を受けたわけですけれども、その中

で幾つか新規という文字が入ってきているわけで

すね。この新規で、純粋な新規という表現が正し

いかどうかわかりませんが、骨格的予算の部分で

削られたがために、当初で削られたがために、ゼ

ロ査定だったために、今回完全な新規として６月

議会に上がってきたというのは、どれがそれに当

てはまるのかお聞きをしたいのと。 

  あと、今の早乙女委員の放課後児童クラブの対

策事業に関したものですが、これも今回肉づけと

いうことで、当初7,200万から扶助費、それから

委託料ということで1,179万4,000円を増額されて

いるわけですけれども、逆に、これは支援金に加

算分があるということで多分理解すればいいのか

なと思うんですが、平成23年度よりも膨れている

んですね。それは、この支援金の部分の理解での

よろしいでしょうか。 

  ２点お願いします。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 まず、その新規というものに

ついては、先ほどご説明をさせていただいた中で

の自治公民館、鴫内公民館の話をさせていただき

ましたが、これは新規で要求させていただいたの

と、あと高林公民館のある活力倍増センターの土

地の購入とでございます。 

○吉成委員 それが完全な新規。 

○阿美生涯学習課長 はい。あとは、新規とありま

すけれども、肉づけ的な考え方のものでございま

す。 

  児童クラブ関係で説明が不足した部分も実はあ

るんですけれども、これも新規の中に入るかもし

れませんけれども、青木小学校ですね。これが４

月から施設を利用した児童クラブを立ち上げたい

ということで、実際今運営をしているところでご

ざいます。これについても新規という考え方でご

ざいます。これについての予算も要求させていた

だいたものですから、若干ふえているというよう
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な内容でございます。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ちょっと細かな話になりますが、同じ

くほかの児童クラブの新規、大原間のびっこクラ

ブのエアコン購入に関してなんですが、これは保

護者の要望としては、どうしても線量が高かった

ということがあるので、やっぱりエアコン等をつ

けてもらえないかということで当初上がってきて

いるんだと思うんですね。 

  それらは放射能対策としての位置づけにならず

に、今回単に新規エアコンというふうになってい

るわけですけれども、その辺の経緯がもしおわか

りでしたらちょっとお聞かせ願いますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 私ども、放射能対策という考

え方で財政との交渉はしてなくて、あくまで夏場、

今まで大分暑かったということを聞いていました

ので、当然それは必要かなということでの話、放

射能とは別な形で考えてもいいのではないかとい

うことでの予算要求をさせていただいたものです。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 あと、９ページの放射能対策事業の工

事請負費で、これは説明を受けているわけですけ

れどもアロープラザの件なんですが、この部分で

いくと、古木の伐採に関してはどのぐらい、何本

というのではないんでしょうね、何ｍぐらい奥に

入るところまで伐採するかとか、そういったもの

は生涯学習課では答えられないですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 私どもの知っている範囲でし

か答えられないということでご了解願いたいです

が、設計などから見ますと、一応駐車場舗装面か

ら10ｍということで、おおむね30本ぐらいという

ようなことで聞いております。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 先ほども質疑の中で言いましたよう

に、市指定無形民俗文化財の補助金とかは、今の

こういう状況の中でいったら何らかの形で市が支

援をして守らなきゃならない状態にあるものさえ

も減らして、最終的に骨格前の内示額に戻さなか

った。 

  そういう中、ある程度交渉すれば５％まで減額

をなったというところもある。そのほかに、補助

金ということで出していたわけではなくて、放課

後児童対策事業費のようなものの中では、やっぱ

り経常的な経費は減額している。あと、補助的な

金額も減額している。そのうち、扶助費的なもの

はやっぱり財源が確保できているので全額戻して、

それで青木の学童分がふえているので一見ふえて

いるようにはしているんですけれども、これは骨

格前の予算に全額戻したというような内訳になっ

ていると思うんですけれども。 

  そこで、どういうことが今学童で起きているか

というと、経常的な経費を抑えたという部分のと

ころと、補助金的なものを抑えたことによって各

学童保育は何を今やっているかというと、学童の

指導員の先生方の研修費、ある程度出していたも

のが出せなくなったのでどうしようという、さっ

き学童の先生方の要件を下げてくれなんていう陳

情が出ているんですけれども、そんなことをしな

いで、市がやったこの仕打ちの中で、実際に保護

者も今給料が上がらない中、保育料を値上げする

というのがとても難しい。 

  じゃ、そこで何が削れるかというふうに考えた

ときに、削れるのが先生方の研修費というふうに

思った学童もあるやに聞いておりますし、実際に
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私も、どこのと言われればそれはわかるんですけ

れども、でも、その相談を受けた保護者には、そ

ういうことをやると自分たちのところに、要する

に先生の質を下げることになるから、そういうこ

とを安易にしないように。だけれども、その費用

は捻出できないという、そういう状況に今現在陥

っています。 

  その前に、骨格的予算でやったときには人件費

で減らしましたので、非常勤の先生方の給与で減

らすということをやった学童もあります。要する

に、障害児加算で先生を加配しているので、その

先生方の給与の分で減額した予算をつくって学童

保育の総会にかけてきた。それはしてはいけない

ことだからということで、とりあえずそれはやめ

て、総会を流して、もう一度予算を組みかえて先

生への給料を、途中で市からのお金が入らないか

らということでするということではない、そんな

ことをしてはいけないということで、相談を受け

たところはそういうことでやめていただいたんで

すけれども。 

  そのときに、保護者の人たちは、６月には戻る

からというふうに安易にお考えになっていたよう

ですけれども、やっぱり扶助費的な経費は戻った

けれども、経常的な経費とか補助金的な経費は戻

らなかった。そういう中で起きていることは、そ

ういうふうに学童の質の低下につながるようなこ

とが起きてきているということを考えたときには、

私は、やはり今回の骨格的予算を肉づけしたから

いいというところにまでは至っていないというこ

とで、反対です。 

○伊藤委員長 ほかに討論はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、採決いたし

ます。 

  ご異議がございますので、挙手により採決いた

します。 

  議案第59号 平成24年度那須塩原市一般会計補

正予算（第１号）を原案のとおり可決すべきもの

にすることに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 挙手少数を認めます。 

  よって、議案第59号 平成24年度那須塩原市一

般会計補正予算（第１号）は否決すべきものと決

しました。 

  次第にはございませんが、生涯学習課からその

他で何かございませんか。 

  課長。 

○阿美生涯学習課長 特にございません。 

○伊藤委員長 それでは、生涯学習課、予算審査特

別委員会第２分科会を終了いたします。 

  大変ご苦労さまでした。 

  ただいまから、昼食のため休憩いたします。 

  １時30分から再開いたします。 

 

休憩 午後 零時４０分 

 

再開 午後 １時２８分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  スポーツ振興課の皆様がお見えですので、職員

の紹介をお願いいたします。 

（スポーツ振興課職員紹介。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５９号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 それでは、スポーツ振興課所管の予
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算審査特別委員会第２分科会の審査を行います。 

  議案第59号 平成24年度那須塩原市一般会計補

正予算（第１号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

○平井スポーツ振興課長 （議案第59号について説

明。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりましたので、質疑を許します。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは、スポーツ振興事業の関東・

東北学生トライアスロン選手権なんですが、今、

平井課長の説明で出てきた、その当初の、これも

当然補助金ですから、見直しの対象だったわけで

すけれども、当初から前年と全く同額の150万の

予算計上があったわけなんですね。 

  そこも、今でもなかなか理解できないところな

んですけれども、なぜ、精査をして、時間的な余

裕がないと、６月の、実際の大会そのものは７月

１日…… 

〔「７月１日ですかね」と言う人あり〕 

○吉成委員 ７月１日ですかね。その前に前夜祭が

あるんですけれどもね。 

  ということ、そういうこともあってということ

だったんでしょうけれども、でも、全額ついてい

ると。 

  そして、今回、東北学生に関する大会ができな

いというので、ここに入ってくるということの計

上なんだと聞くと、ああそう、という感じになる

かもしれませんけれども、現実に主催じゃないわ

けですよね。那須塩原市が主催の、これは事業で

はないわけですよね。間違いなく団体があって、

そこに対する補助金を出しているわけですよね。 

  それを考えると、ほかの補助金で当初の内示額

よりも、こうやってふえる補助金というのは、間

違いなくこれしかないと私は思うんですけれども。

どう聞いていいか、聞き方が難しいんですが、こ

れだけがプラスの補助金の計上になった理由とい

うのは何でしょうか。 

○伊藤委員長 部長。 

○山﨑教育部長 吉成委員ご案内のとおり、トライ

アスロンの昨年の実績が200万なんですね。そし

て、その200万の内訳が、要するに、東北の学生

連盟のほうを受け入れるということで、通常150

万のところを、特別枠ということで50万の増額し

たということで、200万のスタートで来たわけで

す。それで、24年度当初においては、それは想定

していなかったと。通常、その前の年の150とい

うことで要求してついたということで、それで当

初いこうということだったんですが、さっき、課

長の説明にあったように、３月、この予算審議し

ている間に、再度、那須塩原市で東北の学生も、

昨年と同じように受け入れてもらえないだろうか

と、あるいは受け入れると連盟のほうでも決定い

たしました。 

  したがいまして、50万プラス昨年と同じように

すれば200万の補助金の格好というか、形ができ

たんですが、そこを全体的な調整の中で200万の

ところを、これ、プラスすると190万になるわけ

ですから、５％程度の査定は入ったと、頑張らせ

てくれということなんだろうと思います。 

  ですから、200に対して190、そして今回40とい

うことなんですね。ですから、これが東北の学生

部分が従来どおり戻れば、通常の150の形でいい

のかなという感じはするんですが、そこの部分が

ちょっと特殊というか、上乗せ分という理解でお

願いしたいと思うんですが。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 説明としては、決してわからない話で

はないんで、そこは理解はしているんですけれど

も、ただ、当初の部分から150のわけですよね、
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これは間違いなく、当初、150なんですから。だ

から、その部分で全く削られていないということ

自体が、まずは納得いかなかったというのは、前

回もちょっと話はしましたけれども。 

  そして今回、こういうことだから、であれば、

今回に関して言えば、災害復旧に関する特別な部

分での手当というような形で予算づけされるので

あれば、もっとわかりやすかったと思うんですね。

補助金のカット、補助金の精査って、ずっと言い

続けてこられた中で、前回も東北でできなかった

から、同じようにぽっとつけますというのは、も

うそこ自体に、ちょっと違和感があるというか、

なかなか理解しがたい部分があると思うんですが。

これ自体は、補助金じゃなくて違う枠での計上と

いうことは、ちょっと考えられなかったんでしょ

うか。 

○伊藤委員長 課長。 

○平井スポーツ振興課長 この部分については、ち

ょっとご指摘のとおり災害復旧費とか、その辺で

の発想は、ちょっとありませんでした。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ないのでは、そうでしょうね。言いよ

うがないですから。私はどういうふうに感じます

ね。結局は、単独でいけば180の補助金の見直し

を、ずっとやってきて、そして今回、新たな手法

でということで、骨格的予算の手法で多くの単独

補助金がゼロ査定で見たわけなんですね。 

  でも、ここの部分だけは時間的な制約もあった

んでということなんでしょう。それで、150万、

そっくりついたと。そしてなおかつ、今回、また

このような形で入ってきてということであれば、

やはり違った手法が、私はちょっと考えるべきだ

ったんじゃないかなというふうに、すごく、そこ

の部分でいうと、ほかの補助金との、ちょっと整

合性が非常にとりにくいと思うんですよね。とれ

ていないと思うんですね。 

  ということを、一言言わせていただきます。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  副委員長。 

○櫻田副委員長 スポーツ振興費で、スポーツ少年

団の補助金が削られていますけれども、この理由

と、あとはスポーツ少年団の人たち、お父さんお

母さんとか、そういったところから不平不満じゃ

ないですけれども、いろんな話が出たと思うんで

すが、そういった問い合わせはなかったですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○平井スポーツ振興課長 現在、聞いているところ

では、そのような、いわゆる不平とか、特に指摘

はなかったと承知しております。 

  減額になった部分については、消耗品等、事務

費の部分を努力して削減したというような形での

額で要求しております。 

○伊藤委員長 副委員長。 

○櫻田副委員長 この補助金なんですけれども、例

えばスポーツ少年団のクラブにやるのか、人数分

で配っているのかっていうのはどっちなんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○平井スポーツ振興課長 大会への補助とか、それ

から団員と指導者の数によって補助する部分と両

方ございます。指導者１人当たり、あるいは団員

１人当たりという形で人数割りで配分する部分と、

それと大会の開催に対する補助金等であります。 

○伊藤委員長 副委員長。 

○櫻田副委員長 じゃ、スポーツによって個人負担

が多い、少ない競技があると思うんですが、そう

いったのを一切フラットにして補助金を与えてい

るという感覚でいいんですか。 

○伊藤委員長 係長。 

○後藤スポーツ振興係長 大会助成金に関しまして

は、大会助成費の予算の範囲内で、団体から申請
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が出てきた分の補助でございますので、大会が少

なければ補助も少なくなりますし、大会が多けれ

ば補助額も大きくなるということでございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 実際の競技の内容とかそこら辺とい

うのは明るくないんですけれども、体育協会の補

助金のところで、ここだけが、ほかは何か10％、

15％とかという中で、20％減額されているんです

ね。そして、すごく、私も全然この業界というか、

体育関係というのは、自分でのスポーツ音痴でで

きないんでわからない中で、言われるまま話を聞

かされたんですけれども、朝日の新聞社の記者に

体育協会の補助金なんかも半額にされて、運営総

会のときに決算はできたけれども、予算を立てて

やることができないところとかがあったみたいだ

よという話をしたら、体育協会の運営自体が問題

なのに、そういうのを放置しておいてって私は言

われたんですけれども、この補助金、体育協会へ

の補助金の中で、そういうふうに言われなきゃい

けないということが、私はないと思うんですけれ

ども、何をもって、そんなことを新聞記者が言っ

たのかがわからないんですけれども、この20％減

額になった理由というのは、何かほかの団体とは

違って、あったからなんですか。それとも、何か

一律に幾らに減らしたということで、こんなに減

らしちゃったんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○平井スポーツ振興課長 その体育協会の補助金が、

かなり多額に減っているという部分につきまして

は、これまで体育協会の、いわゆる職員なんです

けれども、常勤の者から、いわゆる臨時に雇用が

えといいますか、別な人ですけれども、そういう

形で雇用がえ、職員をかえたということで、その

分の経費がかなり大きかったということでござい

ます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 でも、実際には、そういう形態は変

わったけれども、別に新聞社の人に言われること

のような問題があったからということではなくて、

雇用形態とか、あと運営の守備範囲を変えるとか

というようなことで、もともと今回の骨格的予算

の中ということで、こういうことをしようとして

いたわけではなくて、見直しの中から、もともと

そういう運営形態の見直しの中からあったことで

減らしてきたというふうなことなのかなと思った

んですけれども、別に骨格的予算ということでは

なくてしたわけですよね。全部が骨格的予算でや

ったということではないですよね、その人件費を

削ったというのは。 

○伊藤委員長 課長。 

○平井スポーツ振興課長 その経費の削減につきま

しては、いわゆる監査の部分なんかでも指摘され

ていたところでありまして、できるだけ経費削減

という考えのもとに、その職員の雇用関係ですね、

それらも見直したと。それに、いろんな駅伝大会

の、いわゆる消耗品的な部分をいかに削るべきか

というような検討をいたしまして、今回、総額が

300万以上の経費節減したと。体育協会の運営自

体に大きな問題というのはあるとは考えておりま

せん。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに。 

  平山委員。 

○平山委員 今に関連して。 

  常勤から臨時職となったということで、かなり

の、常勤の場合、運営、変わったのかな、その人

件費が。これ、職員関係なく協会として人件費を
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使ったと。 

○伊藤委員長 課長。 

○平井スポーツ振興課長 ご指摘のとおり、体育協

会の、いわゆる常勤職員として雇用しておりまし

た。年額的には300万を超えるような給料を支払

っていた者、それを非常勤、いわゆる臨時にする

ことによって、250万程度の削減ができたと。 

  確かに、事務的には加盟32団体で大会数も多う

ございます。そういうところを一手に引き受けて

もらっていたということでありますので、給料は

かなりあったと思われます。 

  その分、現在いる職員で手分けしながら、あと

は、今度新しく来た臨時の職員にできるだけ早く

なれてもらって、職員の事務も多少軽減できるよ

うに努力しながら経費の削減を図っていくという

ような考え方で雇用がえという方法で経費の削減

をいたしました。 

  以上です。 

○伊藤委員長 平山委員。 

○平山委員 じゃ、監査の指摘というのはその辺も

含めてということですか、トータルでですね。 

○伊藤委員長 はい。 

○平井スポーツ振興課長 そうですね。 

  いろんな部分の支出の仕方とか職員雇用の問題

なんかの指摘も受けたという部分でございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

  吉成委員。 

○吉成委員 先ほどもちょっと触れましたけれども、

やはり、この補助金に対してなんですが、トライ

アスロンの件に関しては、もう先ほど言ったとお

りです。本来であれば、やはり、災害復旧費とか、

そういった形に振り分けるべきだと思うんです。

じゃないと、今回の補助金の、私は納得はしてい

ませんけれども、やはり取り扱い、ここだけが非

常に優遇された取り扱いになっているということ

を感じます。 

  それからもう１点、スポーツ少年団への補助金

なんですが、これも当初からの半分の予算が３月

計上されて、その後、スポーツ少年団本部として

も見直しをしました。そして、予算としても丸々

予算を要求はしておりませんでしたけれども、結

果的には要求以上に削られた部分も出てきており

ます。 

  ただ、思うんですけれども、やはりスポーツを

通した子どもたちの健全育成というのは、当然、

どこも考えている、どんな自治体でも考えている

部分だと思うんですね。そういった、教育費全体

もそうですけれども、そういう部分を、やはり削

るというご意見が、果たしていいのか。もう少し

精査をした中でやっていっていただければよかっ

たんじゃないかということもつけ加えて、ここに

関しましては、私はちょっと納得ができません。 

○伊藤委員長 ほかに討論はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 それでは、ご異議がございますので、

挙手により採決いたします。 

  議案第59号 平成24年度那須塩原市一般会計補

正予算（第１号）を原案のとおり可決すべきもの

することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 挙手少数と認めます。 

  よって、議案第59号 平成24年度那須塩原市一

般会計補正予算（第１号）は否決すべきものと決

しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、スポーツ

振興部からその他で何かございませんか。 

〔「特にございません」「いいですか、こ

っちから質問ということで」と言う人あ

り〕 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今回の一般質問の中であった件なんで

すが、黒磯運動場のテニスコートに関してですが、

今後、現在、12のクレーコートがあるわけですけ

れども、あれもクレーじゃなく、常時使える状態

のコートにかえていく。それから、もう１つ、コ

ート数をふやすというような答弁がなされたわけ

ですね。 

  それで、振興計画、これ、３月で我々認めたわ

けですけれども、この中にはそういったことは全

く載っていないんですね。 

  それともう１つ、市長はほかのものに関しても

整備の計画をこれから立てていきますという答弁

も、あわせてしているんですね。あれは、課部局

としてはどういうふうにとらえているんでしょう

か。 

○伊藤委員長 部長。 

○山﨑教育部長 今のご質問なんですが、まあ、ね

んりんピックという、ある意味招致事業的なもの

であるんですが、高齢福祉課のほうが担当部局に

はなるんですけれども、一応誘致したいと。誘致

も、今度、決まったと。26年の秋ですかね。 

  そうすると、その受け皿となる施設がどうなん

だろうという話が、当然、参ってきております。 

  ご案内のように、再三、野球場も含めて施設整

備について、何度かご質問もいただいておりまし

て、私どもとすれば、振興計画、実施計画にはな

いところではございますけれども、この24年度中

には、そういった屋外施設の拠点化ということも

含めて、ぜひ議会のほうに整備計画を提出させて

もらいたいというふうに、今の時点で考えており

ます。 

  その中に、そういったテニスコートとか野球場、

ほかの、先に、その整備計画以前に青木のサッカ

ー場も、既に整備計画が進んでいきましたけれど

も、ちょっと順番的にはおかしな形にはなります

が、いろいろな大会あるいは整備計画が先行した

という事情もございましたけれども、そういった

ことで、本市の屋外施設の拠点化に係る整備計画

なるものを24年度中にはぜひ出して、25年度から

の改修事業費、そういったものへの予算化をして

いきたいというふうなことで、市長が答弁したと

思うんです。 

  ですから、私どももそれを受けまして、この24

年中には、この年内ぐらいには、早ければ10月と

か、そういう秋になろうかと思いますけれども。

この後、委員ご案内のように、スポーツ推進審議

会なるところもありますし、教育委員会自体もあ

るので、幾つかの機関決定を経ながら、早くて秋

の終わりごろ、おそくても24年中にはそういった

整備計画、恐らく３年もの以上となりますでしょ

うから、議会の承認というか、そういうことで、

この24年中には整備計画を出していきたいと、現

時点ではそんなふうに考えております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今、部長の答弁で、そういうことなの

とはわかるんですが、ただ、市長の答弁の前から

そのような形として答弁書ができていて、皆さん

は意思として、そういう意識統一がされていて、

じゃ、今年度中に計画を上げましょうということ

だったのか、そこをちょっと確認させてください。 

○伊藤委員長 部長。 
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○山﨑教育部長 それにつきましては、あの場で市

長がそういった答弁ということではなくて、新た

に市長さんが当選してまいりまして、その後の、

幾つか教育部との話し合いの中で、従来からそう

いう懸案事項というか、懸案の課題がありますん

でという話はさせてもらいました。 

  ですから、当然、今の阿久津市長についても、

そういった整備拠点化、要するに、合併で散らば

っているスポーツ施設の、ある程度の集約化とい

うか、そういったものが必要なんですよというふ

うなことで計画をつくらなければならない時期に

来ていますと、そういうお話はさせてもらってお

ります。 

  そういう背景があったんだろうと思います。 

  以上です。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これがスポーツに関していえば、スポ

ーツ振興基本計画というわけですね。 

  この計画の中に、ほんのちょっとの部分なんで

すけれども、スポーツ施設の整備、本当にこんな

ちょっとしか書いていないわけですけれども、こ

の中の(2)には、既存のスポーツ施設を計画的に

修繕・整備することによって、施設機能の維持・

確保を図ります。新たな施設という部分というの

は、なかなかここではうたわれていないというの

が現状なんですよね。そうは言っても、やっぱり

これが基本にあるのは間違いないと思うんですね。 

〔「そうですね」と言う人あり〕 

○吉成委員 これを基本にしながら、今年中に、ど

こまでの計画になるかわかりませんが、それはそ

うすると、スポーツ審議会のほうには諮るんでし

ょうか。 

○伊藤委員長 部長。 

○山﨑教育部長 そういったスケジュールを見込ん

でおります。内容的には、スポーツ推進審議会の

ほうに、一応、提案的なものは出していきたいな

と。 

  以上です。 

○伊藤委員長 副委員長。 

○櫻田副委員長 すみません。 

  １つなんですが、新規で、第34回全国中学校体

育大会ソフトボール大会、補助金で200万をつけ

ていますが、全国大会が栃木県に決まった経緯を

お知らせください。 

○伊藤委員長 係長。 

○後藤スポーツ振興係長 今年度の全国中学校大会

は北関東地区で行われておりまして、その中で、

栃木県がソフトボールと、それから水泳、それか

ら飛込ということで、那須塩原市がソフトボール、

それから水泳が小山と宇都宮ということで、中体

連のほうで決定したということでございます。 

○伊藤委員長 副委員長。 

○櫻田副委員長 それじゃ、平成28年までに、恐ら

く軟式野球の天皇杯が栃木県に来ると聞いている

んですが、電光掲示板つきのグラウンドを６球場、

栃木県で確保したいという話が出ているんですが、

そういった部分で運動場の改修に伴い、電光掲示

板の球場をつくっていかがかなという栃木県から

の打診があったという話を聞いているんですが、

その辺の話、あったかどうかお願いします。 

○伊藤委員長 課長。 

○平井スポーツ振興課長 現在のところ、私どもに

は打診はございません。 

○伊藤委員長 それでは、スポーツ振興課所管の予

算審査特別委員会第２分科会を終了いたします。 

  大変お疲れさまでした。 

  最後に、教育部全体でその他はございませんか。 

  部長。 

○山﨑教育部長 特にございません。 

○伊藤委員長 それでは、ほかになければ、教育委
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員会教育部の常任委員会審査を終了いたします。

お疲れさまでした。 

  執行部の皆さん、ご退席ください。 

  それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保健福祉部の審査 午後 ２時００分 

○伊藤委員長 それでは、これより保健福祉部の審

査を始めます。 

  審査に先立ち、生井保健福祉部長からごあいさ

つをいただきます。 

○生井保健福祉部長 （あいさつ。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。子ども課

の皆さんがお見えですので、あいさつをお願いし

ます。 

 （社会福祉課職員紹介） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５９号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 それでは、社会福祉課所管の予算審

査特別委員会第２分科会の審査を行います。 

  議案第59号 平成24年度那須塩原市一般会計補

正予算（第１号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○阿久津社会福祉課長 （議案第59号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは、５ページの地域自殺対策緊

急強化事業1501事業なんですが、これ、３月の当

初予算議会の中の、この委員会、特別委員会の中

でも質問させていただいたんですが、当初の予算

の計上にはこれがあったというお話だったと思う

んですね。それで、その部分は、骨格的予算とい

うことで削られたということで、改めて、今回、

これをつけて、丸々予算がつけられたという理解

でいいのか、間違っていたらお伺いします。 

  それから、その下になりますけれども、知的障

害者福祉費の中の知的障害者在宅福祉事業、こど

ものへやぽけっとの件なんですが、これもゼロだ

ったわけですよね。そして、今回、合わせると、

保護者と施設に対して147万4,000円ついたという

ことになるわけですけれども、今まで、従来300

万を超える補助金がついていたわけですね。そう

すると、これは、また９月補正等で、改めて手当

がつく、手当てされるという理解でよろしいんで

しょうか。その２点をお聞かせください。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 まず１点、自殺対策でござ

いますけれども、こちらにつきましては４月、５

月、６月という３カ月分のランニングコストを除

いた経費がのっているということで、いわゆる、

そういう意味では丸々ついていると、こういうご

理解でよろしいかと思います。 

  それから、こどものへやぽけっとにつきまして

は、ちょっと、私、説明が不足で申しわけござい

ませんでしたが、こちらは支障案件ということで、

75万円の半額が予備費から出ているということで、

その残金といいますか、その分でございますので、

ほぼ例年どおりというような補助金の支出となっ

てございます。 

  ただ、こちらについては、４月と10月末の、そ

れぞれの通所時の人数によりまして精算をさせて

いただきますので、おおむねこの額が上限という

ことの予算計上ということでございます。 
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  以上です。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 支障案件で出ていたんでしたっけね。

すみません。大変申しわけない。わかりました。 

  本来、例えば、このぽけっとに関してなんです

が、きのうも年に１回の保護者が中心になって、

あと地域の方々もちょっと協力していると思うん

ですけれども、バザーをやって、それを運営費等

に充てているというのが現状なわけですよね。私

も過去何回か行っていて、きのうもたまたま時間

があったので、ちょっと顔出しに行ったんですけ

れども、やっぱりああいうことを見ると、ふえて

も減らすという考え方が、なかなか。当然、それ

は対象になる。子どもであったり、ある程度年も

いっている子もいるんであれですが、少なくなれ

ば、その分、園の補助が減るという考えなのかも

しれませんが、やはり特異な施設であることは間

違いないと思うんですね。特異な施設であって、

なおかつ、保護者にとっては非常にありがたい施

設であることも間違いないと思うんですね。きの

うも多くの保護者の方からいろんな話を、私も聞

かされて、減らすんじゃなくてふやしてくれるん

ならあれだけれども、これ以上は本当に厳しいよ

ね、今度はもっともっと、このバザーも規模をど

んどん大きくして、そして運営費に充てていかな

いとだめかななんていう話もしていましたんで、

ぜひ、そういった実態というものを重々皆さんわ

かっているとは思うんですよ、理解していただい

ているとは思うんですよ。思うんですけれども、

やはりそういったところを、ぜひ年に１回とかじ

ゃなくて、何度か足を運んでいただきながら、現

状で見ていただければなと。ちょっと要望的なこ

とになっちゃって申しわけないんですが、つけ加

えさせていただきます。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 実は、私もきのうはカウン

トダウンから行っておりまして、また…… 

〔「ああ、そうですか。合わなかったです

ね」と言う人あり〕 

○阿久津社会福祉課長 私は10時から半ちょっとの

間で、増渕がちょうどその後行ったかと思います

が、もう瞬く間にバザーも売れて、ことしもエプ

ロンとコースター２つと焼き鳥を買ってきたんで

すけれども、そういうことで、委員さんがおっし

ゃるように、ことに３月にも、この予算が出たと

きに、実際にぽけっとさんに伺って、たまたま療

育しておったので詳しいお話はできませんでした

けれども、それからまた３月末にもお邪魔して、

そういう状況の説明をさせていただいて、そして

今回に至ったわけなんですけれども、委員さんが

おっしゃるように、やはりしっかり子どもたちに

寄り添う、障害者の方に寄り添うということで、

とても大切な施設だというふうに考えてございま

すので、さらに支援を続けていきたい。また、支

援の方法も、実は、あそこはまだ水洗化していな

かったりとか、かなり人のご厚意の中でやってい

るというところで、行政としても、ぜひバックア

ップはしていきたいと考えておりますんで、担当

といたしましては、減らすよりもふやす方向で、

ずっと考えておりますんで、よろしくお願いした

いと思います。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 今のぽけっとは、要するに、骨格的

予算前の内示額に全額予備費と今回の補正を合わ

せると100％骨格的予算の前の内示額になったと

いう理解でよろしいんですかね、足して。 

  そして、もしそうならば、同じように心身障害

児・者父母の会の療育訓練事業補助とか、ある意

味同じような趣旨であったり、テーマが違ったり
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しているところの、本当に大切なところへの補助

金とかを、これは運営の助成金、補助金だったの

で全額戻した。そうじゃなくて、保護者の運営の

ところには全額戻さないとか、何か法則あったん

ですか、ここら辺でやった。 

  さっき自殺対策でっていうのも、それも去年や

ったのは、国からの委託事業で余分にやりました

よね。例年のものの、那須フロンティアでやって

いる講演会の補助金というのは、やっぱり10％カ

ットしちゃっていますよね。そうですよね。満額

戻っていないですよね。 

  そういうようなものって、要求した側と、こう

でこれで決定した側での、はいそうですかと納得

できるような説明というのは、実際にあったんで

すか。それで、その違いというのは何なんですか。

どこでも聞くんですけれども、私、どうしても、

この、だったら同じように全部戻るでしょうと思

ったのに、ここは戻ってここは戻らないというの

があるんで、それの違いってどこにあるんでしょ

うね。わかりますか。説明してもらえますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 今、２点あったかと思いま

す。 

  こどものへやぽけっとの補助金につきましては、

当初、150、150の300ということだったんですけ

れども、見ていただくとわかるように、支障案件

で75万は４月１日についておりますので、その分

の72万4,000円というところ、２万6,000円ほど、

ちょっと減らされております。減らされていると

いう言い方は変なんですが、減額となっておりま

すが、そちらについては、いわゆる補助金の見直

しの中で、幾つかのパターンがありまして、全額、

全般的に見直すものであったりとか、内容が、そ

の補助に見合う額になっていないというようなも

のについては、その１割なり減額をして、その中

でもう一度団体の方に再考していただいて、運営

等々を見直していただくというような意味合いで

減らしているというのは説明をいただきました。 

  そのぽけっとについては、保護者のほうは満額

ついているということで、ご理解いただきたいと

思います。 

  それから、２点目。今、若干入りましたけれど

も、確かに心身障害児・者の父母の会の運営費に

も、少し、９万9,000円だったものが１万円減り、

療育事業のほうはバス代の上限ということで20万

円を計上しておったんですが、これも１割減の18

万円ということになってございます。 

  担当者としましては、先ほど吉成委員さんにも

お答えしたとおり、やはり旧に倍する支援をして

いきたいというのが偽らざる気持ちでございます。 

  ただ、全体的な予算を執行する中での判断とい

うものも、財政的にはあろうかとも思いますし、

その中で、しっかりヒアリング等で議論した上で

決定されたものということなもんですから、私ど

もとしては、この予算で実際に団体の方にお示し

をして、またさらに応援していきますという姿勢

は伝えるつもりでございます。 

  ただ、来年度以降も、実際にはいろんな中でふ

える補助金もあるよねというご指摘もございまし

たので、再度、私どもも、その補助の内容を精査

しまして、その内容に見合った要求を来年度以降

もしていきたいと、こういうふうに考えてござい

ます。答えになったでしょうか。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 リップサービスで、それこそ那須フ

ロンティアの講演会に行って、すごく充実しなき

ゃならないって、これ、大変なことを担っていた

だいているんで、充実しなきゃいけないし、私は

それをやりますとかって壇上で市長がみずから言

っておきながら、それで予算を那須へふやすのは、
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なかなか大変ですけれども頑張りますと言ってい

たんで、現状維持かなというふうに、そのときは

思ったんですけれども、まさか減らしてくるとは

思わないで、那須フロンティアのものはふやすと

いうことを期待させておいて減らしてきてって、

まあ、約束違反、よく平気で壇上で言って減らし

てきたなというのが、那須フロンティアの講演会

ですけれども、あと、更正保護女性会とか保護司

会とか、みんな本当に犯罪を犯してしまった人た

ちの更正って、すごく大変な仕事をしてもらって

いる中、それを、こういうのを減らすというのは、

評価を下げたということにも値するんですよね、

ある意味ね。 

  そういうものをやっていいこととは、私は思え

ず、わずかしか出していないのに、それを減らし

てきているということは、ある団体によれば、減

らすということは、それだけ那須塩原市は評価し

ていないというふうにとられるということもある

し、もっと充実させていただきたいということで、

そのための支援として行政が直接何でもかんでも

やったらお金が大変だから民間に肩がわりしても

らっているんだから、せめて、そのための支援と

して運営の一部でも負担させていただきますとい

う姿勢ならわかるけれども、減らしていってしま

っているということで、何か討論になってしまっ

た。ということで、その辺のところ、そういう団

体と交渉している担当課としては、そこを本当に

当てにしていると言っていながら減らしていくと

いう、この矛盾というのを、今後、どういうふう

にしようとして、来年は、もうどうするというよ

り、来年はプラスにしようという意識がある、だ

ったらそれはそれでいいんですけれども、その辺

のところ、担当者はどういうふうに考えています

か。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 委員さんがおっしゃること

は、実は、この３月に内示が出たときに行いまし

た。 

  行いましたというのは、基本的には単価等々し

っかり精査をして、その積み上げで、活動に見合

ったご支援をしたいということで、積み上げさせ

ていただいた数字を出したんですけれども、やは

りそれは見解の違いというとあれなんですけれど

も、補助金を積み上げていく財政側の中では、そ

れは少し違うでしょうというような見解で、この

数字に落ち着いたということなんですけれども、

先ほどの繰り返しになりますが、やはり来年度以

降も活動に見合った以上の要求はしていきたいと

いうことで、いわゆる団体の方にも、例えば、更

正保護女性会ですと、年間８万5,000円という予

算なんですけれども、実際にはその中にのってい

ない自己負担分が相当あるんですね。活動費とし

てのっていない、いわゆる何かの研修会は手弁当

で行くとか。例えば、そういうもの等をはっきり

させた上で、実際の活動費はもっと多い。ですの

で、それに見合った負担を、応援をしたいという

ようなことであるとか、そこら辺は、今年度の中

で団体さんにもお願いをして、経理の仕方ですか

ね、そこら辺をつまびらかになるようにお願いを

しましたので、来年度予算については、またその

ような形で、さらに応援をしていきたいという気

持ちは、担当課には十二分にありますので、ご理

解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 もう先ほどの質疑の中で討論をして
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しまったようなんですけれども、更正保護の分野

というのは、コスト的に考えると、もう再犯をし

ない、させないというのは、ある意味は、そうい

う部門のところに支援をしてあげる、寄り添って

あげる人がいるということは、社会的コストを下

げることだという認識を持つ。ここに20万、数十

万出したということで、どれだけ社会的なコスト

を下げているのかという自覚を、行政側が持って

いただきたい。それを行政にやりなさいって言っ

たって、行政の職員１人雇ってそんなことをさせ

たら、どれだけ膨大なお金がかかるかわからない

ものをボランティアでやってくださっている。で

も、やっぱりそこへ、まるっきりその人たちに任

せるのではなく、そういう姿勢を示すということ

での、この補助金、要するに、行政も責任は持た

なければならない部分がありながらもお願いして

いるんだ。それの評価として、せめて補助金を。

それが真の行政改革で、行政が直接担えない部分

を民間の人たちに担っていただいているんだとい

う自覚を持つ。それで、ある意味、そういう人た

ちが活動してくださっていることによって、社会

的コストを下げているんだという自覚を行政側は

きちんと持つということが必要だというふうに思

いますので、そういうことを骨格的予算だの行政

改革で無駄を、無駄を省くって言ったんですから

ね。そういう中でやってきたということには、許

されないことだということで、あと、自殺対策も、

市長はみずから交通事故で亡くなる方よりも、自

殺で亡くなる方のほうがこんなに多いので、これ

がいかに大変なことかということを言いながらも、

口ではそういうふうに言っていながら、実際、そ

ういうところのやっている活動を、無駄の中の一

環としてやったところで戻さなかったということ

は、私はそれも許せないことだということで、こ

の予算には、特にそういう観点からも、無駄を省

くというような理由をありながらやったところで、

戻さなかったという、精査した上で、戻したんな

らまだしも戻さなかったということで、これは私

は許すことができないということで、この予算に

は反対いたします。 

○伊藤委員長 ほかに討論はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 ご異議がございますので、挙手によ

り採決いたします。 

  議案第59号 平成24年度那須塩原市一般会計補

正予算（第１号）を原案のとおり可決すべきもの

にすることに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 挙手少数を認めます。 

  よって、議案第59号 平成24年度那須塩原市一

般会計補正予算（第１号）は否決すべきものと決

しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、社会福祉

課から、その他で何かございませんか。 

  課長。 

○阿久津社会福祉課長 こちらから、特にございま

せん。 

○伊藤委員長 それでは、社会福祉課所管の予算審

査特別委員会第２分科会を終了いたします。 

  大変お疲れさまでした。 

  ここで執行部交代のために暫時休憩をいたしま

す。 

 

休憩 午後 ２時３０分 

 

再開 午後 ２時４０分 
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○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

子ども課の皆さんがお見えですので、あいさつを

お願いします。 

 （子ども課職員紹介） 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５９号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 それでは、子ども課所管の予算審査

特別委員会第２分科会の審査を行います。 

  議案第59号 平成24年度那須塩原市一般会計補

正予算（第１号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○荻原子ども課長 （議案第59号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。質疑ございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 ウイメンズハウス、具体的に言うと

ウイメンズハウスですけれども、ウイメンズハウ

スへの助成金、補助金を10万円だったものを９万

円にしたって、質疑の中のやりとりで、やっぱり

30万は要求をしていたんだなというのが、平山啓

子議員の質疑の中でわかったわけなんですけれど

も、その30万円と指定した根拠というのは、やっ

ぱりＤＶ基本計画を策定して、そのＤＶ基本計画

の中で、行政の限界、行政が支援をするには限界

があるということは、もう明らかになっているの

で、それで、民間の中の団体に担ってもらうもの、

あとネットワークで何とか、いろんなそれぞれの

関係団体、関係機関とのネットワークで、何とか

支援をしていくこと、それとあと支援センターな

どを立ち上げるということを、今後、考えていか

なければならないというようなことが基本計画な

んかの中には載っていたんだと思うんですけれど

も、そういうことを、それは基本計画ですから、

市長が提案して、それで議会が、私たちが、それ

は３月議会のときに議決した基本計画ですけれど

も、そういうことに基づいて、やっぱり民間の担

うべきことというのは重要であるということで30

万要求をした。 

  でも、昨年までは10万円だったものを30万要求

したということの違いというのはそういうところ

にあるというふうな、私は解釈をしたんですけれ

ども、そういうことでよろしいでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 早乙女委員のおっしゃるとおり

でございます。 

  この、具体的に、今、ウイメンズハウスという

ような名前が出ましたけれども、県内でＤＶの被

害者のシェルターですね、要するに、駆け込む先

の運営が、唯一、このウイメンズハウスとちぎが

運営しております。 

  通常であれば、子ども課のほうに婦人相談員が

いますので、そこに相談があって、母子支援施設

への一時保護となる、通常、やるわけですけれど

も、やはり行政では、今、早乙女委員がおっしゃ

ったみたいに、行政に限界がございます。やはり、

夜間であるとか、あるいは土日、そういったとき

に緊急に対応できる、その場所が、その一時保護

をする場所がどうしても必要であるというような

ことから、唯一の、このシェルターを、やはりな

くすわけにはいかないというようなところで、そ

の行政にかわって運営していただくことが被害者

を保護するために重要なことだというような認識

をしています。 

  県内の他の市町村等の人口の比率であるとか、

あるいはＤＶ相談の件数であるとか、そういうと

ころから判断しても、那須塩原市からの相談件数
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あるいは実際に保護されている人がそこそこにい

るであろうというような推察ができます。 

  残念ながら、これ、かなり個人情報というよう

なことで、慎重に取り扱うというようなことから、

実際の那須塩原市民がどれだけ使ったかというの

は明らかにされてはおりませんけれども、状況か

らして、結構な相談件数あるいは実際に保護され

た家庭があるのではないかなということを考えま

すと、やはりこれを行政が補助、助成していかな

いと運営そのものが立ち行かなくなってくるとい

うことから、近隣市、県内のほかの市町村の金額

とも、あるいは人口規模とも比較しながら、子ど

も課としては30万円が妥当ではないかというよう

な判断をして要求をしたところでございます。 

  残念ながら、削減の余地があるだろうというよ

うな判断のもとに10万円から９万円を引かれたと

いうような結果でございました。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 私、ＤＶの被害者の場合は、女性だ

けじゃなくて子どもと一緒に駆け込むということ

が多いので、母子寮、母子相談員センターとか、

あと母子寮に入るとかということをするんですけ

れども、やっぱり、もう少し自立がきちっとでき

るまで入れておいてくれればいいんですけれども、

出されてしまうんですね。だから、行政が直接、

相談をする、県の相談所かもしれないけれども、

県の相談所のところで、母子寮とか何かに入って

も、その、そこがきちっと最終的に自立して、安

心して生活できるというところまでは見てくれな

いで、肝心なときに出されてしまうんですね。そ

うすると、大体そういうときに、相談を受けて、

その後、引き受けるのがウイメンズハウスさんあ

たりが引き受けて、自分のところのシェルターと

か、自分たちが何らかの形で仕事を世話して、そ

の後寄り添って、ずっと自立支援に向けていくと

いうことをやるわけなので、スタッフも１人とか

ではとても間に合わないし、人の手配も、物、金、

みんな必要なところで運営している中、本当に運

営、大変な運営をしているのの中に、運営補助と

して無駄があるというふうに思って10万円の中か

ら１万円切ったのか。先ほども、社会福祉のほう

の予算の中で、やっぱり10％カットとかやってい

ますので、それと同じパターンでやってきている

ので、この辺のところがとても私は納得できない

と思うのと、もう１つ、財政のほうも、何で切っ

たんだということを聞いたら、利用している実態

がわからないからという言い方をするんですけれ

ども、そこにそういう施設があるからというだけ

で、行政が担えないんだから、そこがあるからと

いうだけで、利用している利用していない、実績

件数で出すのが行政は簡単かもしれないけれども、

実績件数であらわれないという部分を、何も加味

しなかったんだなというのが、財政との話し合い

の中でわかったんですけれども、その辺のところ

は、こういうＮＰＯがあるという部分のところを、

実績件数でない役割があるんだという部分のとこ

ろというのの理解は、担当課自体は持っています

か。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 早乙女委員のおっしゃるとおり

だと思っています。 

  やはり、いざとなったときに、こういう施設が

あると、受け入れ先があるんだと、これが大事な

ことでありまして、実際に、その実績が、仮にゼ

ロであったとしても、ゼロだからいらないんだと、

そういうことではないというふうに思っています。 

〔「ありがとうございます」と言う人あ

り〕 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  金子委員。 
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○金子委員 つどいの広場運営って、西那須は長寿

センターで、よく預かっているというんじゃなく

て、あそこで遊んでいるというか、そういうのは、

こういうのとは、また全然違っているんですね。

西那須にはあるのかなと思っていたんだよね、こ

ういうの。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 基本的に、やっている中身は変

わりありません。 

  ただ、長寿センターでやっているのは、週に、

たしか２日か３日、それで１日丸々やっているよ

うなことではなくて、時間的に限られた中でやっ

て、あれは出張サロンなんですね。ですから、そ

うじゃなくて、もう常設、月曜日から金曜日まで、

１日、常時あいていると、そういう施設を、今後

つくっていきたいということです。 

  やっぱり、西那須の地区全体で見れば、どこか

しらで、毎日必ずどこかでやっているんですけれ

ども、やはり行きづらいところ、行きやすいとこ

ろ、あるいは歩いても行けるところとかあります

ので、できれば駅前近辺ぐらいに、近いあたりに

常設で、行けばやっていると、一緒に、そういう

子育ての親子同士が触れ合って、交流を持って、

あるいは悩み相談というか、そういうのを共有し

て、そういう居場所づくりですね。それを充実さ

せていきたいというようなものでございます。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 この６ページの子育て支援サイト、特

にどうのこうのではないんですけれども、この内

容、どんな内容のサイトを考えているのかだけ教

えていただけますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 これは、今、市のホームページ

の中に子育て関係のサイトが１カ所にまとまって

開けるようになっています。そういうものと、子

育て支援の活動をやっているような、いろんな団

体があります。その団体が、そこにリンクを張っ

て、いろんな活動を紹介をして、そしてイベント

の情報を出して、あるいは掲示版とかを設けて、

そこで、その掲示版を通して、悩みの相談だとか、

それに対する答えだとか、交流の場というんです

か、ネット上での交流の場を設けたり。それから、

そういった団体のイベントとか何かあったときに、

ネットを通して参加申し込みができるであるとか

いうようなことで、那須塩原市の場合、核家族化

で、それから転入してくる子育て世代というのが

結構多いんですけれども、当然、自治会とのおつ

き合いもなくて、周りに友人・知人もいなくて、

どうしても日中、子どもと二人きりになってしま

うような家庭が結構多いのかなというふうに思っ

ています。 

  そういう家庭が、いわゆる孤立化しないような

意味を含めて、いろんな情報を共有して、いろん

なイベントに活動して、あるいはそういう場を通

して子育てのサークルづくりをしたりとか、そん

な形で今のところ考えております。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 時代、昔はこういうインターネットな

んかはなかった時代は大変だったんだろうと思う

んですけれども、こうやって情報化できる場を提

供するということが、今、できるようになったと。

それにあわせて、費用というのが260万ぐらいは、

そういったサイトを持つだけで、中の運営は、特

にはないわけでしょう、そうすると。企画して何

かやるとかは、考えなくても、そういう場所だけ

業者のほうに渡して、みんながアクセスできるよ

うにしてというサイトなのかなというふうに感じ

たんですけれども。 

○伊藤委員長 課長。 
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○荻原子ども課長 今年度は、とりあえず構築して

運用開始まで持っていきますけれども、やはりこ

れの運営自体は、ある程度専門的な知識がないと

いいものができないのかなというふうに思ってい

ますので、来年度以降は、その運営は委託して運

営していきたいなというふうに思います。 

  我々自治体が、これを運営するとなると、本当

に、せっかくサイトの、そのシステムがいいもの

いっぱいあるのに、我々では使いこなせないよう

なところも出てくると思っていますので、やはり

ある程度専門的な知識があるところに委託してい

きたいなというふうに思っています。 

  今回、これは３カ月、４カ月程度のあれなんで、

１年間かかれば、もうちょっと金額はかかること

になるんですけれども。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 すみません、つい、聞いちゃうと長く

なっちゃうわけですけれども、これは、ことし

260万ぐらいの予算ですけれども、来年も国から

補助が２分の１出て、那須塩原市も、あと半分ず

っと出し続けていく、ある程度経常的な費用にな

るということでよろしいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 そのとおりでございます。 

  １回やって、すぐやめちゃうというふうなわけ

にいきませんから、年間600万ぐらいの費用がか

かるんですけども、その２分の１は国庫補助で、

２分の１が市負担というふうなことで、継続的に

運営していきたいというふうに思っております。 

  それから、今のこの子育て支援の補助金が、ち

ょっと制度が時限立法みたいなところがありまし

て、これがなくなった後、どういうふうな形で継

続されるか、ちょっと不透明なところは一部あり

ます。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 お金があれば、こういう時代に合わせ

たこういうメディアみたいなものを使うというこ

とで、若い人もネットを見られているんでしょう

から、いいと。 

  これはあれですかね、よその自治体もこんな状

況というか、こういったもの普及しているんです

かね、そこの２点。ここでやるといいますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 既にどこのメーカーのシステム

を使うかにもよるんですが、今、１つ有力な候補

なものというと、こちらではめぼしいものを挙げ

ているんですが、実際そのシステムを使って立ち

上げたとき、これは全国的には結構な数がありま

す。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 先ほど質疑の中で、考えなど述べな

がら質疑をしてしまったので、同じことになりま

すけれども、那須塩原市でＤＶ基本計画を立てて

おきながら、そこで民間の支援団体、シェルター

を運営しているところの協力が不可欠であるとい

うことも明快にしておきながら、それでおきなが

ら、必要な予算要求をしたにもかかわらず、例年

どおりの金額さえも戻すことができなく、今回減

額したということは、やはり行政として無駄を省

くというようなことでやった今回の一連のことの

中に入れられているということが、とても認める

ことができないということが一つの理由と、あと

今後、充実しなきゃならないにもかかわらず、と

いうことの理解も、担当課はできている。そうい

う民間じゃないと担えないというところがあると

いうのも、担当課は理解している。その上に、今
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度はそこの利用の件数ではなく、あるということ

自体が意味があるんだということも理解している

というところにありながら、こういうことが起き

たという不可解なことが、一律に骨格的予算とい

うことをやったのの弊害であるというふうに思いま

すので、この予算には賛成することはできません。 

○伊藤委員長 ほかに討論はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 ご異議がございますので、挙手によ

り採決いたします。 

  議案第59号 平成24年度那須塩原市一般会計補

正予算（第１号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 挙手少数を認めます。 

  よって、議案第59号 平成24年度那須塩原市一

般会計補正予算は、否決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、子ども課からその他

で何かございませんか。 

  課長。 

○荻原子ども課長 １点、公立保育園の民営化の件

なんですが、先日西保育園の保護者会の中で、今

年度民営化を進めるというふうなことでご了解い

ただきましたので、今年度西保育園、民営化に向

けて進めたいというふうに思っています。 

  以上です。 

○伊藤委員長 それでは、子ども課所管の予算審査

特別委員会第２分科会を終了いたします。 

  大変お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れ替えのため暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０３分 

 

再開 午後 ３時０５分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。

高齢福祉課の皆さんがお見えですので、あいさつ

をお願いします。 

 （高齢福祉課職員の紹介） 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５９号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 それでは、高齢福祉課所管の予算審

査特別委員会第２分科会の審査を行います。 

 議案第59号 平成24年度那須塩原市一般会計補正

予算（第１号）を議題といたします。執行部の説

明を求めます。 

○会田保健課長 （議案第59号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  吉成委員。 

○吉成委員 では、街中サロン事業についてお伺い

しますが、なじみ庵と元気ほん歩ということで、

これは公明会派の平山委員も以前に12月議会もち

ょっと取り上げたと思うんですね。私は代表質問

で３月にちょっとやりましたけど、２カ所やって

いて、今度は新たに那須塩原駅前に１カ所。これ

も以前の質問では答弁もらっていますので、そこ

は了解しているんですが、要はなじみ庵と元気ほ

ん歩でやっている事業として、果たして同等の事

業なのか、補助金を出すに当たって、全く事業が

街中サロン事業という名称なので、一律同じ補助

金を出すという考え方で今までやってきていると

思うんですが、事業自体が、それから、利用者も

相当数の違いがあるように私は思うんですね。そ

の辺のまず基本的な考え方をお聞かせください。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田保健課長 なじみ庵につきましては、歴史が

ございますので、運営そのものもかなり軌道に乗
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っている状況にあります。 

  黒磯駅前に開設しました元気ほん歩につきまし

ては、開設が公募の結果、開設業者ということで

決まった段階で、まず西那須野にありますなじみ

庵のほうに十分話を視察がてら、運営に関してよ

く話を聞いてくださいというような当初指導をし

まして、実際にそれはやっていただいております。 

  ただ、どうしても、もとがなじみ庵のほうにつ

いては、もともとがＮＰＯのゆいの里がやってい

まして、旧西那須野時代から歴史があったもので

すから、必ずその地区の高齢者の居場所づくりに

ついては、かなり歴史を重ねている関係で、かな

りうまくいっておりましたけども、こちらの黒磯

の駅前のほうについては、もともとは京福会、黒

磯病院さんがやっているところなものですから、

なかなかその居場所づくりについてのまだノウハ

ウができていないというか、その辺がちょっと今

の段階で、ちょっと人の集まりが悪いというとこ

ろもあります。 

  一応事業の内容については、元気ほん歩のほう

は俳句、絵手紙、それと書道教室等々をやってい

る関係で、どうしても何か行事を持たないと、人

が集まらない。行事のないときにふらっと来て、

そこで時間を費やして、ちょっと要するに楽しむ

時間を持っていただくというのがちょっと難しい

状況になっております。 

  ちょっと利用人数の関係でそういうギャップが

あるものですから、ちょっと今のところは人数の

集まりが悪いと。 

  ご質問のとおり、内容によって補助を一律同額

でどうなんだということなんですけれども、一応

うちのほうでは、今、人の集まりぐあいとか、業

務の内容によって、今の段階で補助金に差を設け

るべきではないというふうに考えておりますので、

今は同額を補助している状況です。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 丁寧にお答えいただいたので、わかり

ます。 

  こういう事業を育てようという根本的な考え方

は、私もそれに同調しないわけではありませんけ

ど、ただ、主体があくまでも補助団体なわけです

よね。で、３月の予算の説明の中で、単独補助金

に関してはゼロベースでという話があって、であ

ればですよ、であれば、余計こういうところはし

っかりとした基準的なものを設けて、で、補助金

の額を決めていくというのが本来のやり方だと思

うんですね。それが一律同じで、その那須塩原駅

前に１月スタート目途で今進めている、それがど

ういったところが事業展開していただくのかわか

りませんけど、やはり同じことになってしまう気

がするんですね。つくりました、なかなか人が集

まりません、でも一応こういう事業はやっていま

す、市としても補助金は出しています、それでは

やはり本当の意味での、このお年寄りの居場所づ

くりにはならないと思うんですよね。 

  ですから、本来はこういうところじゃないんで

すかね、補助金の見直しをするということの意味

合いというのは。私の考えを言わせていただきま

した。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 今、なじみ庵のことが出てきたので、

お聞きしますけれど、生きがいサロンの場合は

10.3％減になって、街中サロン事業補助金も

14.8％減にはなっていて、実際に減と減にはなっ

ているんですけれども、街中サロンの場合は、要

するに元気ほん歩となじみ庵に出していた700万

は、全額戻ったということで、それで減ったのは

新設の分が１月からになったので、運営費がその

分、半年見込んでいた、半年なのかな、見込んで
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いた分が減額になったので、それでこの300万ぐ

らいの減額があったという理解でよろしいですよ

ね。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田保健課長 ただいまその減額の解釈なんです

けど、当初予算で新規分を当初予算で認めていた

だいた場合ですと、４月早々に公募をしまして、

10月ぐらいから開設できるような形を考えており

ましたけれども、今回当初予算に計上されなかっ

たということで、６月補正で見ておいていただけ

れば、今後公募した上で開設準備期間を経て１月

ということになりますので、その３カ月分の運営

費補助の差額が出てまいりますので、減額はその

理由になります。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 そうすると、なじみ庵なんかは半年

分しかつかないんだから、半年で事業撤退するこ

ともあるということまでも強行に主張して、自分

たちはきちっとしているんだからということを示

してきたと思うんですね。その迫力はすごいもの

だったので、皆さん、運営している人たちの。そ

れなんで、やはり自信を持って無駄はないという

ふうに言い切って、要求をしてきたんだと思うん

ですけれども、生きがいサロンのほうは、そうい

う要求をしてきたということは各運営している、

かかわっている人たちはこの金額を減らされても

大丈夫というふうになっちゃったんですか。それ

とも、一応要求はしたんだけれど、減らされちゃ

ったんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田保健課長 先ほど生きがいサロンについては

ご説明申し上げましたとおり、当初の予算では３

カ月という予算の配当でした。それで、３カ月分

ということで、各生きがいサロンの管理をされて

いる方々には、その旨お話をさせていただきまし

て、それ以降の残りの９カ月分については、補正

で対応はするということで、それは約束したもの

ではありません。こちらの姿勢として、６月補正

で何とか残りの９カ月を確保してまいりたいとい

うお話をさせていただきました。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 でも、結果的に、満額、最初予定し

ていた部分のところは、生きがいサロンのところ

では、復活できなかったんですよね。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田保健課長 生きがいサロンについては41カ所、

それと新規も含めて１年分の予算が今回の補正で

計上されております。 

○早乙女委員 したのか、していないのか。全額出

ているのか。 

○会田保健課長 全額、こちら当初の予算の要求レ

ベルに戻っております。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 ということは、１カ所、やはり同じ

ように１カ所の開設の部分のところで調整をして、

ほかの41カ所は最終的には12カ月分出るという解

釈でよろしいんですね。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田保健課長 はい、そのとおりです。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 あと、自立対策生活支援事業のとこ

ろで、外出支援タクシー券とか、理美容利用券と

か、紙おむつ給付券とか、そういう部分を発行し

ていると思うので、この後半で事業費をつけたと

いうことなんですけれど、実際にこういう部分の

ところって、利用券を印刷するんですよね。です

から、そういう部分のところは２回に分けて発注

するということはプラスアルファにはならなかっ
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たんですか。 

○高塩高齢福祉課係長 各種サービス券の印刷の件

ですけれども、例年予算を起こしているのは翌年

度のもの、ですから、ことし使っているものは23

年度中の予算で対応してございます。 

  急遽、骨格的予算の内示ということで示された

ときに、補正もあり得ると十分協議をしていくと

いう考えのもとに、通年発行すべきところを分刷

をかけました。使う、使わないはもとより通年の

印刷をしまして、それを上半期分も下半期分とい

う分け方をして、今年度は対応しております。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 ということは、１年分印刷をかけな

くて、半分半分でかけて、印刷会社のほうはそう

いう対応をしてくれたということで、コスト的に

は去年と同じコストで、印刷は仕上がったという

理解でいいんですか。 

○高塩高齢福祉課係長 若干その分刷の手間ですね、

そちらのほうは変更契約しまして、対応してござ

います。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 ということは、それは市として、こ

ういうことをやったところが経費として、両方に

経費がかかったと。わずかかもしれないけど、か

かったという理解で。 

  それと、これを分刷したために、私も本当に高

齢者の方からの不安の声いっぱい聞いたんですけ

れど、その辺のところで、こういう部分を家族が

いる人は家族だし、当事者は外出支援タクシーと

か紙おむつというのは、要するに支援が必要だか

らというんで、本人が申請してこれるという人は

ほとんどないんで、代理で家族が来るとかケアマ

ネが代理をして申請しているんだと思うんですけ

ど、その辺のところの方に混乱なくこの後半分は、

またもう一回お願いするという二度手間になりま

すのでね、特にケアマネの方たち忙しい中で二度

手間させることになるんで、その辺のところの分

で、お金かけないで、ごめんなさいねで終わりに

しているということですよね。ケアマネの人たち

が動いた部分がね。そうですね。大変な思いをし

ながら、ごめんねってしていただけていたという

のがわかりましたので。 

  それでもう一つだけ。シルバー人材センターの

運営費も、やはりこれもカットされていて、それ

で今回一部復活、計上してきたわけですけれども、

社会福祉協議会なんかは、もう最初から運営補助

として出していて、満額骨格というより、当初予

算で満額来ちゃっていますよね。それで、シルバ

ー人材センターの運営は、今回対応してきていま

すよね。その違いって、昔から社協とシルバーっ

て、何となく私たちなじみがあったんですけど、

その違い、対応の違いってどこにあったんですか

ね。 

○伊藤委員長 係長。 

○高塩高齢福祉課係長 こちらにつきましては、シ

ルバー人材センターの補助金の内訳ですけれども、

大きくは人件費部分と事業活動費に対する補助、

２つの性質がありまして、１本で補助金を出して

おりました。当初で出たところは、この事業活動

費分について、その精査をしろという指示が参り

ましたので、今回それに基づいて、６月で補正を

しまして、この307万6,000円ということで内示を

いただいたところです。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 じゃあ、もう社会福祉課いないんで、

そっちの事業費補助と人件費補助を社協もらって

いますよね。でも、それはやらなかったというこ

となんですね。そっちはやって、いいです、それ

はもういなくなっちゃったんで、そこは。そうい

うことなんだ。事業費、もちろん人件費補助じゃ



－87－ 

なくて、なるべく事業費補助で事業が成り立つよ

うにということで、どんどんそういうふうにして

いったんですけれど、わかりました。差があるん

だなというのだけがわかったので、いいです。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

○吉成委員 すみません、生きがいサロンの事業の

件なんですが、先ほど41、要は自治会だと思いま

すけど、自治会に対して１つふえて42になったと

いうことで、月３万円掛ける12掛ける42というこ

とで1,500何がしかの交付金なんかが出てくるわ

けですけど、実際にこの事業と、それから、今、

老人会、老人クラブ、ああいったところとの事業

を精査するような話が多少聞こえてきているんで

すが、実際には生きがいサロンについては、自治

会長の集まりのときには推進したいということで、

こういった要綱等も配ったり、進めてきているわ

けですね。でも、片やそうやって今度は老人クラ

ブなんかの事業と一緒にしようというふうな流れ

も多少あるということ、これどういう市のほうの

スタンスなのか、ちょっと確認をさせてください。 

○伊藤委員長 係長。 

○高塩高齢福祉課係長 老人クラブ活動の中で、う

ちのほうで特出しで補助金を出したのが１つあり

まして、健康づくり事業ということでやっていま

す。そちらの補助金と、あと生きがいサロンの中

で健康予防教室的なものもやってくださいねとい

うところがあるんですが、そちらのほうの統合と

いうような形で検討されたいというところで、今、

精査をしているところなんですけども、全体で73

クラブ中、老人クラブがあるんですが、昨年度こ

の健康づくりに手を挙げてきた団体、14クラブし

かございません。すべてのクラブが取り組んでい

ない、また、年１回ということで、きっかけづく

りとして通年やってくださいという中身の趣旨な

んですが、そこがなかなか浸透し切れていないと

いうところもありまして、今後も推進していく生

きがいサロンのほうにシフトしていく方向で今、

検討してございます。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 わかりました。逆のパターンなのかな

と思ったんですが、そうじゃなくて、こちらのサ

ロン事業のほうに作成、こちらに入れていくよう

な形でいくと。 

  今後も、じゃあ、市のスタンスとしては進める

という考え方に違いはないということでいいわけ

ですね。了解です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 今回、自立対策生活支援事業もそう

ですし、街中サロンもそうですし、必要と認めて

いきながら、わざわざ半分にしておいて、特に自

立対策生活支援事業というものは、高齢福祉計画

の中に位置づけて、そこで単純に計算すれば、ど

のぐらいかかるかというのが、例年のことですの

でわかってしまうものまでも精査するということ

でやって、それで今回そのまま戻してきた。でも、

その戻したことの中をちゃんとしていけば、余分

な経費をかけてまでやっているということがわか

ったのと、あと、街中サロンなんかでは、やはり

きちんと事業精査したというよりも、本当に必要

であるというふうに思っているところを切りなが

ら、それでそういう、本当にどうなのかという、

わからないでいながらも、やはりあと１カ所開設

はするということで、一貫性のなさ。 

  あと今回やるべきでないことをやって、戻せば

いいよといって戻しただけということに対して、

きちっとした説明もないし、議会のほうもきちっ
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と説明があったというふうには、あれほど言って、

当初からやればと言ったにもかかわらず、６月補

正まで延ばされた。 

  この予算を使うなということではないんですけ

れど、こういうやり方を認めると、今後正常な予

算の立て方、執行ができなくなるので、賛成でき

ません。 

○伊藤委員長 ほかに討論はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 それでは、ご異議がございますので、

挙手により採決いたします。 

  議案第59号 平成24年度那須塩原市一般会計補

正予算（第１号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 挙手少数を認めます。 

  よって、議案第59号 平成24年度那須塩原市一

般会計補正予算は、否決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、高齢福祉課からその

他で何かございませんか。 

〔「特にございません」「委員から言っち

ゃいけない」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 では、委員からどうぞ。 

○早乙女委員 お願いなんですけれど、本当に外出

タクシー券とかのところに、うちにあった方なん

かは、それがなくなって、ご主人が倒れて、息子

さんが倒産して、不払いになっているんで、こう

いう仕打ちを受けたのかという、半分になったの

はこういう仕打ちを、私は車を運転できないし、

夫は倒れて半身不随だから、病院には行けない。

今でも病院に連れていくのに、外出タクシー券を

頼って行っているんだけども、連れていくことが

できないということで、半分に減らされたのかと

いって、物すごい不安になって電話がかかってき

たんですけれど、もうそれは戻るように、一応計

画ではこういう計画になっているんで、戻るとい

うことを努力して働きかけますので、ケアマネさ

んにももう一回相談したりしてということを言っ

たんですけれど、十分なフォローがないと不安な

ままいますので、ぜひそういう高齢者、それこそ

ＮＰＯだとか団体だとかといって、要求してこれ

る人たちは、満額戻すとかということで、そうい

う連絡もいくでしょうから、ああ、戻ったんだな

となじみ庵なんかだったら、ああ、全額補助され

ることになったということで運営が続けられるけ

れど、不安のまま置いていかれたままになってい

る高齢者がいますので、そういう方にきちっとし

た、それを団体と話し合えば済むということでは

ないし、個人個人にやっちゃったことだから、市

役所の職員が団体のところには説明ができますけ

れど、そういう個人個人のところには説明するこ

とができません、なかなか。文章で出したからと

いったって、なかなか理解されないということで、

もう一度手を煩わすことにはなるんですけれど、

ケアマネさんとかに家族がいない方、独居の方は

ケアマネさん頼りでやっていますので、そういう

ことでケアマネ協会なんかのときに、本当に申し

わけございませんでした、お手数をおかけします

けれども、そういうひとり暮らしの高齢者、あと

二人だけで高齢世帯で身動きがとれなくなっちゃ

っていてという人への、本当に不安にならないよ

うに、ぜひご協力くださいということで、市のほ

うでフォローをしていただくようにお願いしたい

と思います。本当に不安になってきた方の対応を

していると、本当につらくて、何でこんな目に遭

わせてしまうんだろう、こんなことのためにと思

ったものがありますので、ぜひその辺、抜かりな

く対応をとっていただきたいと思いますので、お

願いします。 

○伊藤委員長 それでは、高齢福祉課所管の予算審
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査特別委員会第２分科会を終了いたします。 

  大変お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、10分間休憩を取

ります。 

 

休憩 午後 ３時３７分 

 

再開 午後 ３時４５分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５９号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 健康増進課の皆様がお見えですので、

あいさつをお願いします。 

 （健康増進課職員の紹介） 

  それでは、健康増進課所管の予算審査特別委員

会第２分科会の審査を行います。 

  議案第59号 平成24年度那須塩原市一般会計補

正予算（第１号）を議題と……（録音切れ）…… 

○人見健康増進課長 （議案第59号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 歯科医師会とか医師会とか、こうい

うとても行政が手が出ないところ、何を手が出な

いというかといいますと、私なんかは介護保険の

ところで、医療と保険と両方で使うことはできな

いと。でも、医療の中で同じ薬を出していても、

それを改善することがなかなか市のほうから要求

ができない。なぜといったら、医師会には言えま

せんということがいつもかかわっていて、ああ、

医師会には物が言えないんだなというふうなのは

常々思っていたんですけど、これは骨格的予算で、

肉づけのときに全額肉づけをする、これがほかの

ところで福祉とか、教育等のところでは、こんな

にきれいに全部戻るということはなかなかないん

ですけれども、これらが100％肉づけになったと

いう部分のところで、要求をしたらもうそのまま、

はいという状態で、全額肉づけになったんでしょ

うか。ほとんど嫌みですね。 

○伊藤委員長 課長。 

○人見健康増進課長 要求をしたとおりの額を維持

いただいております。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 そのときに、この市医師会とか市歯

科医師会、県の地域医療のところで、どういう貢

献があるかとか、そういうような内情とかは調べ

て、これが100％とかという貢献度みたいな部分

のところで、精査したということはありますか。

ただ、これ必要ですと言っただけですか。それの

中身を精査して、説明をして、これは100％つけ

てください。ほかはもう100％つけてもらうため

には、すごい説明をしたりしているんですけれど、

どういう理由でこれは100％肉づけにするという

のを勝ち取ってきたのか、ちょっと聞かせていた

だきたい。どういう貢献があるというふうにアピ

ールしたのか、聞かせていただきたいんですけれ

ど。 

○伊藤委員長 課長。 

○人見健康増進課長 医師会の要求の際につきまし

ては、市が実施いたします乳幼児健診や予防接種

の際の医師の確保というのが大変難しいわけです

が、そういった部分での医師会からの協力がある

ことで、事業が実施できるというふうな部分、最

も重要だということで説明をさせていただいてお
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ります。 

  また、休日診療所等の運営に際しても、医師が

安定して確保できるというふうなことで説明をさ

せていただいております。 

  歯科医師会についても、健康増進課で実施いた

します健診、フッ化物塗布等の事業に医師が確保

できるというふうなことで説明をさせていただき

ました。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 何か今の理由を聞くと、福祉関係の

各協力を得ている団体なんかでも、今と同じよう

な大変な思いをしてもらって、運営をしていると

ころでさえも削られているんですけれど、この差

は何だろうというふうに思いますけれども、今の

説明だけではそんな、別に変わったことを要求し

たわけでないんだなというのだけがわかりました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、１点だけ。 

  この３つの会に対して、こういう交付金が出て

いるわけですけど、交付金の使途については、把

握されているんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○人見健康増進課長 交付金の使途につきましては、

協力交付金という形でございますので、特に団体

から使途について求めてはおりません。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これ補助金でもそうだと思うんですけ

ど、交付金も同じですから。で、減額になってい

るところがあって、その減額理由ということでは、

当然精査した中で理由があるわけですね。という

ことは、その補助金自体の使われ方を見ているか

ら、そういった結論に達するんだと思うんですね。

ということは、これに関しても、本来であれば使

途についてはやはり把握すべきものではないんで

しょうか。いかがですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○人見健康増進課長 塩原温泉病院につきましては、

毎年なんですが、その使途をというか、交付金の

請求根拠のようなものを届けられるというふうな

状況にはございます。当然医師を夜間、急患に対

応するというような形で、これだけ予算がかかっ

ていますよというふうなことの説明理由は届いて

おりますが、歯科医師会、それから、医師会の部

分につきましては、仮の運営という形での使途と

いうふうに推測されるところです。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今後についてですけど、今後について

はその辺はどうなんでしょう。求めていく考えは

ないんですか。 

○伊藤委員長 センター長。 

○行田保健予防係長 市の単独補助金の審議会での

当初上げたことはあります。その会によっては、

やはり運営の仕方がばらばらで、例えば黒磯地区

からいうと医師会、黒磯那須地区という那須町と

一緒なんで、その中に対象を入れることができる

場合と、西那須野地区に関しては、ある程度の会

計等はできている。歯科医師会については、黒磯

地区は地区の歯科医師会の会計には載っていると。

で、西那須野地区については、その回答預かりと

いうことで、調書を上げたことはあります。それ

に基づいた審議の結果が適正という判断が出てい

るんですけれども、当時、継続的な方向はやむを

得ないということです。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それは３年間、市単独補助金の審査を

やってきた結果ですよね。それを尊重されて、今

回市単独補助金が計上されてくるんであれば、こ

ういうふうにはならなかったわけですよね。です

から、今後、使途についても明確に市として把握
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していく考えがあるかという、その部分をどうな

んでしょうという質問なんです、私は。今、行田

さんが言われたことは重々わかっていますので。 

○伊藤委員長 課長。 

○人見健康増進課長 把握していきたいということ

で考えております。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 交付金という形で医師会、３つの歯

科医師会、医師会、県医師会ということで出して

いる中、公告前の内示額をそのまま今回肉づけし

たということで、この辺のところでそれなりの役

割を果たしていただいているからという認識なん

でしょうけれど、この金額等を果たしてもらって

いる役割と、ほかの切ったところのバランス、そ

れこそ先ほどさんざん言っていたウイメンズハウ

スなんかのところには、どれだけの件数をあれし

たのかわからないから出せないといって、10％切

っておきながら、これは満額出す。こういう不公

平感のあるという今回の肉づけそのものについて

賛成できないので、この骨格的予算の肉づけの方

向自体に疑問がありますので、賛成できません。 

○伊藤委員長 ほかに討論はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 ご異議がございますので、挙手によ

り採決いたします。 

  議案第59号 平成24年度那須塩原市一般会計補

正予算（第１号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 挙手少数を認めます。 

  よって、議案第59号 平成24年度那須塩原市一

般会計補正予算は、否決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、健康増進課からその

他で何かございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、早乙女委員。 

○早乙女委員 健康増進課のほうがホールディカウ

ンターの検討はそちらだというふうに対策本部の

ほうから検討をしてるというふうに聞いたんです

けれど、どのような内容でどのようなぐらいのと

ころまで検討したのかなっていうことを聞くのと、

あと有識者会議ので、今後調査がさも要らないよ

うなホールディカウンターも必要ないみたいなこ

とを言って流れてきそうなので、その辺も加味し

たときに、今どのような程度のことをホールディ

カウンターについて調査研究なさっているのか、

予算執行しないでつけただけで、予算はそのまま

とまっていると思うんですけれど、その後、そう

いうことの調査研究のための所内会議なり、対策

本部なりなんなりでどのぐらいやられたのか、回

数だけでもいいですので、内容が何かあったら聞

かせてください。 

○伊藤委員長 課長。 

○人見健康増進課長 調査研究の内容につきまして

ですが、機種を選定する前の機種の調査、４機種

ほど行っております。その中からの選定というこ

とが現在進んではおります。また、機種をどの場

所に置いて測定をするかという部分の場所の調査、

それとその運用するための予算、費用は人的なも

の、それから、行使的な部分、どのぐらい必要に

なるかというところの研究を健康増進課としてい

たしております。 

  幹事会、対策本部への本部会のための議案の提

出は行っておりません。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 そちらで検討した途中段階でしょう
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けれど、４機種までの比較をしたということと、

どこの場所がいいかとか、要するにバックグラウ

ンドがばらばらですので、那須塩原、あと建物上

の構造的なものもあって、設置に不適切な場所で、

食品なんかも同じことをダムで同じ問題抱えちゃ

っていると思いますので、その辺と、あと4,000

何百万の機種の予算だけではなく、運営経費とい

うのが相当かかりますし、だれが解析したものを

読み取るかという部分のところまで含めてやらな

きゃいけないので、もし途中経過の部分でまとめ

たものがあるならばとか、放射能対策特別委員会

との意見交換とかがあったときに、ある程度説明

するということは可能ですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○人見高齢福祉課長 特別委員会の中でご説明をし

ていく予定ではございます。まだまとまっていな

い状況です。 

○伊藤委員長 それでは、健康増進課所管の予算審

査特別委員会第２分科会を終了いたします。 

  大変お疲れ様でした。 

  執行部入れ替えのために暫時休憩いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６１号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 市民課の皆さんがお見えですので、

職員の紹介をお願いいたします。 

  ありがとうございました。 

  それでは、審査に入ります。 

  議案第61号 那須塩原市印鑑条例の一部改正に

ついてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

○鈴木市民課長 （議案第61号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 基本的なことなんですけれど、この

印鑑登録というのは、この印鑑登録を市町村がこ

の事務を行うということは、何の根拠法もないと

いうままというのは変わりないんですね。住民票

も台帳法とかに登録されているものに印鑑登録を

するということができるよということになったと

いうだけで、印鑑登録自体の根拠法はないという

ままだという理解でいいんですよね。だから、市

長が何かの法のもとに基づいて、それに反してい

るから、伝票を抹消するという、そう限定するん

ではなく、単純にただ市長の職権で抹消するとい

う、そういうふうなつくりになっているという解

釈は、全然今までと変わりないということでいい

んですよね。何にも変わりはなかったんですけど。 

  ただ、外国人登録法のところがなくなったから

というだけの、それに基づいた変更だけという解

釈でいっぱいあったんですけれど、そういうこと

ですよね。 

○伊藤委員長 課長。 

○鈴木市民課長 基本的には、そういう解釈で問題

ございません。 

  今、早乙女委員がおっしゃったとおり、今まで

印鑑の何で確認するかということは、外国人登録

法で登録されたもので確認すると。氏名から何か

らすべてのものを。今度は日本人と同じように住

民基本台帳、住基、住基といっていますが、この

台帳に外国人も入りますので、印鑑登録のときは

それで確認するということで、確認するものが変

わるようなことでございます。 

  細かい話は、外国から入ってくる入管、入管と

いう入国管理局、そういう法律あって、そういう

ものの改正が大前提にございますので、うちに関
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係あるものというのは、外国人登録法から今度は

日本人同様に在留外国人も住民票台帳に入ってく

るというようなことでございます。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、採決いたし

ます。 

  議案第61号 那須塩原市印鑑条例の一部改正に

ついてを原案のとおり可決すべきものとすること

にご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第61号は、全員異議なく可決す

べきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６４号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 次に、議案第64号 那須塩原市手数

料条例の一部改正についてを議題といたします。 

○鈴木市民課長 （議案第64号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないので、討論を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、採決いたし

ます。 

  議案第64号 那須塩原市手数料条例の一部改正

についてを原案のとおり可決すべきものとするこ

とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第64号は、全員異議なく可決す

べきものと決しました。 

  次第にはございませんが、市民課からその他で

何かございませんか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 委員からは何かございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○伊藤委員長 それでは、最後に保健福祉部全体で

その他は何かございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 ないようなので、お疲れさまでした。 

  執行部の皆さん、退席ください。 

  どうもご苦労さまでした。 

  本日の委員会日程は、委員会終了し、この定例

会における委員会議事日程はすべて終了いたしま

した。 

  本委員会の審査報告書は、本職が作成し、議長

に提出いたしますので、ご一任くださいますよう

お願いいたします。 

  また、討論通告の締め切りは15日午後５時とな

っていますので、遺漏なきようお願いいたします。 

  事務局から報告があります。 

  事務局。 

○事務局 けさの協議会の中で、その他の部分も皆

さんにお諮りいただきましたので、特に報告する

ことはございません。 

  けさの協議会の中で、常任委員会の行政視察関

係、実施の方向でということでお話をいただきま

したので、できるだけ早い機会にお示しというか、

ご相談できる資料を用意して、皆様にお諮りした

いというように考えておりますので、よろしくお
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願いしたいと思います。 

  それと、15日に予算審査の特別委員会全体の委

員会が10時からということで予定いただいており

ますので、よろしくお願いします。その日は午後

に全協があったり、また、さまざまな特別委員会

の関係の会議が目白押しですので、ちょっとお疲

れでしょうけども、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

  私のほうからは以上でございます。 

○伊藤委員長 それでは、これをもちまして、福祉

教育常任委員会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ４時３０分 

 




